
平成 2 3 年度第 3 回介護保険 ･瞳がい福祉専門部会次第

日時 :平成 2 3 年 1 2 月 1 5 日 (木)

午後 2 時~ 4 時

場所【足立区役所 中央館8階 特別会議室
議長 :和 田 部会長

司会 :大 澤

議 題

審議事項
1 足立区障がい者計画及び足立区第 3期障がい福祉計画策定
に伴う中間報告 (案) について 【資料 1 1

報告事項

1 第 5期介護保険料に関する国等から新たに示された事項

について ･ 【資料 2 1

2 足立区高齢者保健福祉計画 .介護保険事業計画 (中間報告)
の公聴会等の結果について 【資料 3 1

3 平成 2 3年度 足立区介護保険事業実施状況 (上半期) に
セ)し、て 【資料4 1

4 24 時間対応の定期巡回 ･随時対応サービスモデル事業の実
施について也をこつ いて 【資料 5 1

･
'

5 高齢者実態調査報告書について 【資料 6 1



l資料 1 l

平成 2 3年度 第 3回 介護保険 ･障がい福祉専門部会 資料
平成 2 3 年 1 2 月 1 5 日

件 名
足立区瞳がい者計画及び足立区第 3期瞳がい恒性計画策定に伴う

中間報告(案)について

所管部課名 福祉部障がし、福祉課、 障がい福社センター 衛生部足立保健所保健予防課

内 容

足立区瞳がい者計画及び足立区第 3 期障がい福祉計画策定に伴う中間報告

(案) がまとまったので、 下記のとおり報告する。

記

t

･

1 主な内容 【資料 1 - 1 ･ 1 - 2 参照】

第 1章 計画の基本的な考え方
計画策定の背景、 計画の位置づけ、 計画の期間等を説明

第 2章 瞳がい者をめぐる状況と実態
国や都の動向、 障害者手帳所持者数の推移、 主な福祉サービス利用

状況、 サービス利用者アンケートや陣がい者団体等へのヒアリング結

果を説明

第 3章 障がい者計画
瞳がい者計画の 7本の施策の柱及びその体系、 重点課題、 個別課題

等を説明

第4 章 第 3期障がい福社計画
第 3期障がい福社計画の基本的な考え方、 事業計画、 重点的な取り

組み項目について説明

2 計画期間
足立区障がい者計画 ･平成 2 4 年度から2 9年度 (6 年間)
足立区第 3期障がい福社計画 平成 2 4 年度から 2 6年度 (3 年間)

3 スケジュール (予定)

平成 2 3 年 1 2 月 1 6 日 足立区地域自立支援協議会へ報告

平成 2 3 年 1 2 月 2 6 日 足立区地域保健福祉推進協議会へ報告

平成 2 4 年 1月 パブリックコメントを実施

陣がい者団体等から意見聴取

平成 2 4 年 3月末 足立区陣がい者計画、 足立区第 3期障がい福祉
計画を策定

4 今後の方針
国と東京都との連絡を密にし、 計画策定作業を進めていく。



-資料 1-u

(案)

足立区陣がい者計画
~ あだちノーマライゼーション推進プラン m ~

足立区第3期陣がい福社計画

中間報告【概要説明資料】

平成23年12月



計画期間と基本構成

陣がい者計画
(障害者基本法第刊条第3項)

1) 基本的な考え方
これまでの流れ、 位置づけ、 期間など

区が陣がい者施策全般をどのように推進し

てし、くかを定める施策全体にかかわる広範

囲な計画

2) 陣がい者をめぐる状況等
国や都の動向、 アンケート結果など

(6年間) の

　 　
　

　 　 　　 　 　 　平成24年度 一之6年度 → ･2 9 年 度 、
　 　 　

3) 陣がい者計画
7施策 30課題

(3年間) ま 4) 陣がい福祉計画
対 象 28事業瞳がし、福祉計画

(障害者自立支援法第87条、 88条第1項)

障害者自立支援法の対象となるサービス等の

必要量を数値目標として持つ実施計画



計画の概要と背景

瞳がい施策に関わる法律改正
障害者自立支援法、 障害者基本法等の改正の動きをはじめ、

陣がい者制度改革の変遷の中にある

これまでの陣がい福社サービス利用状況

決定者数、利用者数、利用時間などは

概して増傾向

0 計画値を上回った事業"適所施設、共同生活援助･介護(グループホーム等)

移動支援事業、児童デイサービス

適所施設系サービス決定者数

10 00 1500 2000

@ 計画値に届かなかった事業"居宅系サービス~短期入所(ショートステイ)

瞳 が い 者 の 数 (平成23年7月の手帳所持者数)

身体陣がい者 23 ,053人 2 % 増

知的陣がい者 4 ,34 8人 4 % 増

精神陣がい者 4 ,04 3 人 8 % 増

｢ % ｣は、年あたりの増加割合を示しています

アンケート、 瞳がい者団体 ･法人等か

らのヒアリング結果

満足度は比較的高いが、 要望も

･ 利用者の満足は6割 ~ 7割

･多岐にわたるサービス要望

･区の役割は極めて重要

･施設増、 災害対策、 啓発を望む声



瞳がい者計画の施策

施策 7 つの柱
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瞳がい者計画のポイント

7 つ の重点課題これまでの計画との 7 つ の違い

1) 重点課題の捕らえ方
事業 (点) 凸 テーマ (面)

2) 相談体制の更なる強化
基幹相談支援センター設置と

民間事業所との連携強化

3) 新たな課題への支援体

制の確立
発達陣がい~ 高次脳機能陣がい

4) 区民のニーズに沿った重

点課題の設定
施設サービス~移動手段、グループ

ホーム等

5) これまでの取り組みを

反映
陣がい児支援の充実

6) 新たな視点での事業
防災対策、 選挙における環境整

備、消費者被害防止対策

7) 施策内の内容整理
施策3 保健 ･医療サービスの充実

施策6 就労支援の充実と雇用促進
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陣がい福祉計画のポイント

ば陣がい福祉サービス沮

障がい程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者

居住等の状況) を踏まえ~ 個々に支給する事業

目標値を増やす事業 (主なもの)
･計画相談支援事業

･ 短期入所 (ショー トステイ )

･適所施設系サービス

･放課後等デイサービス

･共同生活･介護(グループホーム等)

K地域生活支援事業濃
地域で生活する方のニーズを踏まえてその実情に

応じ、自治体が柔軟に実施する事業

目標値を増やす事業 (主なもの)
･相談支援事業 (事業所の個所数)

目標値を維持し安定してサービスを
提供する事業

地域自立支援協議会ほか、全ての事業実績を

見ながら継続します。

指定事業と目標値の考え方

･新規追加項目 :地域移行支援、 地域定着支援、 就労移行者数、 就労継続A型利用者の割合

･給付系事業目標値 :これまでの利用者数等を元に推計

･施設系事業目標値:これまでの利用者数等を元に施設開設見込みを勘案し推計

･国、東京都の目標との整合を図る



l資料 1‐贅

(案)

足 - 立 区

陣 が い 者 計 画

~ あだちノーマライゼーション推進プラン□ ~

(平成 24 年度~ 29 年度)

第 3 期 陣 が い福 祉 計 画

(平成 24 年度~ 26 年度)

中 間 報 生　

この中間報告は、 現段階での考えを示したものです。

今後、この内容について皆様からのご意見や厚生労働省の通知内容を検討して、
平成 24年 3月に本報告を行う予定です。

平成 23年 12月
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撹主導章 計画の基本的蔑諺馨瓣さ滋}溝灘l

1 計画策定の背景

今、 瞳がい者福祉をめぐる動向は大きな転換期を迎えています。

足立区では、平成 12年に ｢地域保健福祉計画 一陣がい者施策 - ｣ を策定し、ノーマ

ライゼーションの理念のもともこ ｢障がい者が安心して住み続けられるまちをめざして｣

という目標を掲げ、様々な課題に取り組んできました。

陣がい福祉施策は、平成 15年 4月の支援費制度による契約制度への移行、平成 18年 4

月の障害者自立支援法の施行により制度が大きく変わってきました。
現在、一国は障害者自立支援法に代わるものとして、平成 25年までに障害者総合福祉法

(仮称)を制定するための検討を行っています。 その間、 地域での瞳がい者の生活向上を

図るために、 平成 22 年 12月に自立支援法等の一部が改正されま した。

また、平成 23年 8月に ｢障害者基本法｣ が改正され、 平成 24年 10月には ｢障害者虐

待防止、 障害者の養護者に対する支援等に関する法律｣ の施行が予定されています。 こ

れらの法律の改正により、 区市町村の役割が益々大きくなります。

一方、 発達陣がいや高次脳機能障がいへの支援など新たな取り組みも求められていま

す。 このよ 効こ障がい者をとりまく状況が変化する中、 陣がい者施策を着実に前進させ

るため、 ｢足立区陣がい者計画 ~ あだちノーマライゼーション推進プランロ ~ ｣ と ｢第

3期陣がい者福祉計画｣ を策定します。

リ
ム



2 計画の位置づけ

この計画は、 ｢足立区地域保健福祉計画｣ の一環として瞳がい者の施策全般と障がい
福社サービスに関する区の取り組みをまとめるものです。

また、障害者基本法、障害者自立支援法等の法令や東京都の障害者計画 ･障害者福祉

計画等の関連個別計画との整合性をはかって策定しています。

(図 1) 他の計画との関係

足立区基本計画

者国の醸法宇繍寅＼
足立区保健衛生計画
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3 計画の期間
　

　

この計画は、国が策定した基本指針を踏まえ、障害者基本法に基づく ｢瞳がい者計画｣
(6カ年計画) と、 障害者自立支援法に基づく ｢第 3期障がい福社計画｣ (3カ年計画)

とします。

-圏圓顫圓騨覊覊麗團鬮飜霊團圓圓鬮圓圓讓團露讓鬮圓
区が障がい者施策全般をどのよう"こ推進していくかを定めるもので、施策全体にかか

わる広範囲な計画。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
障害者自立支援法の対象となるサービスなどについて、 区としての必要量を数値目標

として持ち、 それをどのように実現していくのかを定める計画。

< 計画期間>

′成 脇年 20年 23年 26 年 29年

陣がい者計画
(]8~ 23年度)

~ あだちノーマライゼーション推進プラン I ~

l騨 幇 騨ぬ鑿計画嶬 榊溌
･

陣がい福祉計画
(18~ 20年度) (21~ 23年度)

4 計画の策定体制

“) 庁内の ｢瞳がい者計画策定検討委員会｣
策定にあたっては、 庁内に ｢障がい者計画策定検討委員会｣ を設置し、 障害者

自立支援法改正への対応の準備と並行しながら、 検討してきました。
て2) 各種協議会等

自立支援協議会や福祉 ･保健 ･医療分野の専門家、 学識経験者ならびに区民代

表で構成する足立区地域保健福祉推進協議会及び同協議会介護保険 ･瞳がい福社

専門部会で検討しました。
(3)アンケート調査の実施

福祉サービスの利用状況やニーズを把握するために、 サービスの利用者を対象
としたアンケート調査を実施しました。

(4)陣がい者団体、関係機関へのヒアリング

区内の障がい者団体や施設を運営する社会福祉法人から、足立区の障がい福祉
についてのご意見をいただききました。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1 国 ･東京都の動向

(1) 国の動向

平成 21年 12月、国は、陣がい者の権利に関する条約 (｢障害者権利条約｣) 締結を

めざし、瞳がい者制度の改革について集中的に検討するため ｢瞳がい者制度改革推進

本部｣を設置するとともに、その中に障がい者施策の推進に関する意見をまとめる｢陣

がい者制度改革推進会議｣ を設置しました。
平成 22年 4月からは、 ｢障がい者制度改革推進会議｣ の中に ｢陣がい者制度改革推

進会議総合福祉部会｣ を設け、現行の障害者自立支援法に代わる ｢陣がい者総合福祉
法 (仮称)｣ (平成 25年 8月までの施行をめざす) の検討が進められています。
平成 23年 8月、 ｢瞳がい者制度改革推進会議総合福祉部会｣ は、 ｢瞳がい者総合福

祉法 (仮称)｣ の骨格提言をまとめ、 答申しました。

(2) 東京都の動向

東京都は、平成 19年度からの東京都障害者計画及び平成 21年度からの第 2期東京

都障害福祉計画に基づき、利用者本位の福祉改革に即し、各陣がい特性を踏まえた独
自の先駆的施策を推進するとして、下記の施策目標を掲げ、樟がい者への支援を行っ
てきました。

① 地域における自立生活を支える仕組みづくり

② 社会で生きる力を高める支援

③ 当たり前に働ける社会の実現

④ バリアフリー社会の実現

⑤ サービスを担う人材の養成 ･確保

現在、平成24年度からの東京都障害者計画及び第 3期障害福祉計画の策定に向け、
下記の弱点を新たな施策目標をとし、“障がい者への支援にあたるとしています。

① 区市町村による一元的 ･総合的なサービス提供体制の整備

② 施設入所 ･入院から地域生活への移行促進

③日常生活を支えるサポート体制の整備

④ 就労支援の充実 ･強化

⑤ サービスを担う人材の養成 ･確保



2 足立区の陣がい者手帳所持者数の推移

足立区の障害者手帳所持者数は、 身体障害者手帳で毎年 2% 程度、愛の手帳 (知的瞳が

い者)で毎年 4% 程度、精神障害者保健福祉手帳で毎年 8% 程度増加しており、今後も同程

度の伸びが予想されます。

(手輻所持者の単位"人)

※ ( ) 内は、 18年度に対する割合

※24 ~ 26年は推測値

25･㈱ 鰹そが‘熟達誘導琶諺÷碆耕÷姿時諄糞捧軽蔑糊樗袋皺
め毀

身体障害者手帳
(単位;人)

精神障害者保健福祉手帳
(単位:人)

的年度 19年度 節年度 2"年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

※身体障害者手帳と愛の手帳は、各年度 4月 1日時点の実績値 (23年度のみ 7月 14日時点の実績値)

※精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間のため、 所持者数は前年度と前々年度交付件数の合計値



3 足立区の主な福祉サービス利用状況

主な福祉サービスの利用実績は以下のとおりです。 通所サービスや移動支援事業など

計画を上回ったものもありますが、短期入所など計画値に届かなかったものもあります。

l国難1l 居宅系サ- 玖 実莉開時間 居宅系サービス
団 【計画】

サービスの量は増えたものの、計画

21年度 窃等は飜‘縱窓聾拙鰭.饌寄黙器鰐~ 講繞う醸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　 　　　　　　　　　　　 　 　 　

18年度 灘離鬮轉讓轆鰭療讓讓嚢鱗講強襲9嶬 撥無 ※居宅系サービスとは居宅介護･重度訪問介

0 10,0 00 20,0 0 0 30, 0 00 4 0,000 50,000 護等ホームヘルプサービスの総称です

国 【実績】 ‘
通所施設系サービス決定者数

　 　

通所施設系サービス

決定者は増加し、計画を大きく上

回りました。これは、旧制度から自

立支援法に基づく施設に移行した

ことが大きく影響しています。　 　 　　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

0 500 10 00 1500 2000

国【実績】 児童デイサービス実利用者数
回

児童デイサービス22年度

21年度

20年度

平成 19年度から区内にいくつかの

事業所ができました。 事業所の増加

に伴い、急激に利用者数と利用時間

数が増加しています。

19年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
;静々も浅津で羽翼影響瑳岱響導火詳報誤解箋ヴ歳費撚謠衾黙認鰭杉難ぜ逕穏璽益静観罨

0 20 4 0 60 8 0

実績の詳細については、 資料編の 81 ~ 88 ページをご覧ください。
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l顧実績= 短期新美利用者数
日【計画)

22年度 ‘- ｣
‘
養 鸚 籟 離 職′¥〆;封さ さ ら“なこ 短期入所(ショートステイ)　　　　　 　 　　　

,輝度講菴嚢蝨蓑議蚕藁珍諜報護講漱ぎきき 細 井消 m すい-“邁‐㈱“‐　　　　　　 　 　 　　　　　　 　　 　　　　　　　　　　　
20年度 秘券:溺室熟を気蜷潭耗･誠コ髯罫澪牝饑"戟 .‐一対““こ幇は襟滲ま掬*繋ぎは幹離籍寮諺罰高度さぞ アンケートから需要の多いことが19年度 粁隷硴髯蛋き,裟糀壕路君冬夢巍‘鯵群絲彰ぞぐち ゞ‐入'い尹･"~

,,年度麓鞭薹茨糞鰐漉き導ききはき導き""雫 わかりますo

o 100 20 0 300 40 0

日【実績1 共同生活援助 .介護決定者数 共 同 生 活 援助 . 介 護
国【計画1 (グループホーム等)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　
年々順調に増加しており、 22

年度には計画を達成しました。
グループホームが設置される
とすぐに定員を満たす状況で
す。 アンケートから需要が多い

0 100 20 0 3。o 4 o。 50。
ことがわかります。

彊実績=園【計画】

圀【実績】 移動支援事業利用時間数
回 垂･面 移動支援事業
22年度

平成 18 年度から 22 年度

まで計画を上回る伸びを示
しました。 この事業は外出

を支援するもので障がい者
の社会参加が確実に広がっ
てきたと考えられます。

21年度

20年度

19年度

18年度

0 5 , ooo lo ,0 00 15 ,0 0 0

実績の詳細については、 資料編の 81 ~ 88 ページをご覧ください。



4 足立区陣がい者計画等作成のためのアンケート分析結果

足立区では、 足立区瞳がい者計画及び足立区第 3期障がい福社計画の策定

に向け ｢足立区陣がい者計画等作成のためのアンケート｣ を実施しました。
アンケートの分析結果は以下のとおりです。

(1) アンケート実施内容

実施期間 :平成 23年 6月中旬~ 7月中旬

対 象 者 :区内で居宅介護サービスと適所サービスを利用する瞳がい者

配 布 数 ; 2,4 75 件

(居宅介護サービス 8 80 件、 通所サー ビス : 1,595 件)

回 答 数 : 1,577 件 (回答率 63.7 % )

(2) アンケートの結果分析

① 障がい福社サービスへの満足度が比較的高い

障がい福祉サービス等の満足度の結果は以下のとおりです。

満足 .やや穢足 ･ どちらともいえない 不潟 .やや不満

↓ , ↓ ↓
　 　　 　　　　　　 　　　

･ 翔 嚢讓鬮壤 19 %
　　　　　　　　　　　

ホームヘルパーの利用時間 - - " 讓議鯛翼麓 : 21 %

ホ - ムヘルパ-の内容 彰 顯朧醸さ鬮讓 19 %

逓所サービス - -塗 釀鑓隧壤騨舅讓き10%
その他のサービス m 刎 べ覊鬮総礒簾讓 16 %

今回のアンケートでは、 区が支給決定している各サービスについて ｢満足 ･やや満足｣ を

合わせると、 63 % ~ 76 % と満足度が比較的高いことがわかりました。 ｢不満 ･やや不満｣ は

10 % ~ 21 % で、 さらに、 障がい者の皆さんが地域で暮らし続けていくためには、 必要なサー

ビスの基盤を整備じていくことが必要です。

② ｢今後利用したいサービス｣ は、 多岐にわたっている

一人ひとりの暮らし方が異なるため、利用したいサービスも多岐にわたったと考えられ

ます。 多様な要望の中、 特に以下のサービスが比較的多い回答となりました。

9



｢今後利用したいサービス｣ で要望が多く寄せられたもの (上位 5件)

外出の介助 ,移動の支援 醸醸鬮獺讓釀癩㈱麗認議莚麗讓蠣鯛鱗鰯栩覊綬饗鬮圏襲讓讓離轢&簑鬮圏麗廟離麓圓鑓鬮麗 2o %

競 技援する施設鬮廉蹴讓饉捲讓鬮襲鬮圏朧!鬮讓鬮 = %

生活の訓練をする施設瞳榊讓鬮鬮讓灘鰯鬮鬮 9 %

これまでの利用実績の伸びとも合致し、 今後取り組まなければならない課題が明確にな

りました。

③ 陣がい福社サービスにの情報の入手先は、 区の窓口が多い

障がい福社サービスに関する情報の入手先として、 ｢区役所の窓口｣ (755 件 ･ 31%) と ｢あ

だち広報｣ (299 件 ･ 12%) を合わせると 43%、 ｢陣がい者施設｣ が (450 件 ･ 18%)、 ｢家族 .友

人 ･知人｣ が (396 件 ･ 17%) でした。

情報入手先

　　　　 　　　
団体など 区役所
　　 　　　　　　　　 　　　

　　　　　　 　　　

396件 陣がい者 インターネット

のしおり 88件

この結果から、相談や情報入手先として区の各窓口が重要な役割を果たしていることと、
障がい者の方々は日常生活の身近なところで情報を得ていることがわかりました。
区は、相談体制の充実と、 あだち広報やホームページ、 A -メール等の様々な手法を適切に

活用しながら、 障がいに応じた正確でわかりやすい情報提供を続けていくことが重要です。

10



5 陣がい者団体、家族会、区内社会福祉法人ヒアリング結果

区内の障がい者団体、 家族会、 社会福祉法人の皆様から意見をうかがいました。
主な意見は以下のとおりです。

(l) 適所施設等の増設

障がい者が地域で安定した生活を送るため、通所施設を増設して欲しいとの意見が、
多くの障がい者団体、家族会、社会福祉法人からありました。 また、増設にあたって

は、医療的なケアも含めて、障がいの多様化、重度化に対応できる施設の希望も寄せ

られています。
通所施設以外では、グループホームやケアホーム、ショートステイの増設を望む声

がありました。

(2) 陣がい者への災害時の対応の充実

平成 23年 3月 11日の大震災の体験があり、多くの社会福祉法人、家族会、陣がい

者団体から、 災害から身を守るための対策についての要望がありました。
具体的には、避難所における要援護者への配慮、避難所での災害対策用品の充実や

災害に際して自閉症やパニック陣がいの方への理解を求める意見がありました。

(3) 陣がいに関する啓発

障がいへの理解を、 教育の場も含めて強化して欲しいとの意見がありました。
特に精神陣がい者の家族会からは、.精神疾患の早期発見、早期治療のためにも、啓

発活動の強化を望む声がありました。
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1第 3鬘 陣がい者計画 ゾ
'

l
1 陣がい者施策の体系 (施策目標と課題)

足立区では、瞳がい者が安心して住み続けられるまちをめざして、以下の 7つの施策

の柱を掲げ 30の課題を体系化し、瞳がい者施策を推進していきます。

は施策魚遊んと社会参加の促進ぬ き ギコ ヘ -
-' " - 、 ! ‐ ′

I

課題 l 啓発 ･広報活動の推進
2 生涯学習の推進

課題 l 啓発 ･広報活動の 、

2 生涯学習の推進
3 自主的活動の場と機会の確保
4 スポーツ ･ し l エーション

課題 1 相談支援体制の充実 (基幹相談支援センタ
2 発達陣がい者 (児) の支援体制の確立
3 高次脳機能陣がい者の支援体制の確立
4 在宅サービスの充美

麗謳参照充実 l重点課題l重点課題6 移動手段の確保
7 コミュニケーション手段の確保と情報提供体制の整備
8 地域における権利擁護システムの整備
9 地域自立支援協議会の推進9 地域自立支援協議会の推進

を【寝部丁‐保健二医療サニビズあ充実すぎ - 、 亀 州
課題 1 保健サービスの充実課題 1 呆 サービスの

2 医療サービスの充実
3 保健 ･医療サービスを支えるネットワークづくり

IE施策鋼 .陣がい児療育 茂擾体制の整備 - ′ -‘ Y い い｣

課題 1 早期発見 ･相談体制の充実1 早期発見 ･相談体制の充実
2 早期療育 ･保育機能の充実
3 学齢期の教育と生活の充実

、【施策5モノ地域居住の暢の確保さそ.
課題 1 - グループホーム等の整備

2 公共住宅の整 と地域居住支援

2 就労支援体制の充実
3 就労環境の整備3 就労環境の整備 煙点課題l

l-施策7撃ちバリデブ帰社会襄現の基盤整備こ ' 3 ベ ア " 製]
課題 1 福祉のまちづくりの推進1 福祉のまちづくりの推進

2 福祉人材の育成
3 区民参加による地域福祉の推進
4 陣がい者への防災体制の確立
5 選挙等における環境整備

f2



2 施策における重点課題

区では、陣がい者計画の期間 (平成 24~ 29 年度) において、 30 課題の中から以下

の 7項目を施策の重点課題とします。

(l) 相談支援体制の充実 (基幹相談支援センターの整備)

(2) 発達陣がい者 (児) の支援体制の確立

(3) 高次脳機能陣がい者の支援体制の確立

(4) 施設サービスの充実

(5) 移動手段の確保

(6) グループホーム等の整備

(7) 就労環境の整備
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2 施策 剛疑 I圓 と課題

圓
社会参加の促進

瞳がい者が生活のゆとりと豊かさを実感するとともに、社会参加の機会を充実してい

くことが重要です。そのために、多様な活動の場の提供と、参加のための条件整備を積

極的に推進します。また、障がい者についての区民理解を促進し、地域でいきいきと生

活できる環境づくりをめざします。

獺猾ノ #会参加の促進

讓朧讓鱸圓圓鬮嚢嚢鬮鬮讓鬮薹圓讓
團施策の方向圈

障がい及び陣がい者に対する理解は必ずしも十分とは言えません。 障がい者の権

利を守る視点から、 区民の理解と認識を深める啓発活動は大変重要です。 また、 障

がい者の社会参加を促進するためには、 社会にある様々な障壁 (バリア) を取り除

き、その根幹となる心のバリアフリー化を広報活動をはじめとして交流 ･イベント ･

講座等、様々な方法を活用しながら推進します。

◆個別事業◆

-
-事業番号ゞ ん事業名(所管課主をき- 憲叢内容

l- 1‐1 広報活動
(障がい福社課 ･保健予防課)

あだち広報に障がい者特集号を毎年 1回掲載し、区民の理解と

協力を深める。また、足立区ホームページへの掲載を積極的に

行い、広報活動を充実させる。
1-l-2 陣がい者週間記念事業

(障がい福社センター)

障害者週間 (物月 3 日から 9日) に合わせ、 当事者団体との

連携協力を図りながら記念事業を実施する。陣がい者の社会参

加促進や、陣がい者への理解と認識を深め、共に生きる社会の

実現に向けて啓発する。

1- 1- 3 陣がい者のしおりfに

よる情報提供
(8章がし、福祉課)

障がい者福祉の制度や施策内容をわかりやすくまとめ、必要な

情報が必要な人に的確に伝わるよう、情報提供する。
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獲籍/ 社会参加の忽筵

　　　　　　　　　　　　　　　
田施策の方向囲

陣がい者が、 生涯にわたって学習する機会に触れ、 文化 ･スポーツ活動等を通じ

て、 生活のゆとりと豊かさを実感するとともに、 社会参加を果たし、 その成果を適

切に生かすことのできる社会を実現するために、 情報提供及び活動の場の提供、 参

加のための条件整備等を積極的に推進します。

業◆◆個別事
　　　　　　　

　　　　
身近な施設である地域学習センターや生涯学習センターが

開催する講座やサークル活動を広報紙、ホームページ、セン

ターのミニコミ誌などで情報発信し、 学びの場を提供する。

≦“覊案名(所管課)

生涯学習情報の発信1- 2‐1

(地域文化課)

15

1-1 4 地域への啓発,交流

事業
(瞳がい福社課)

陣がい者施設を拠点に、各種交流事業を行い、陣がい者や障が

い者施設への地域の理解を深める。

1‐1- 5 こころの健康フェス

ティバルの開催
(保健予防課)

こころの健康に問題が生じがちな思春期 ･高齢者などを含め、
広く区民にこころの健康づくりと精神疾患についての理解を

促すとともに、精神陣がい者の自己実現社会復帰を促進する。
1- 1‐6 社会福祉講座の開催

(障がい福社センター)

青少年、陣がい者 (児) やその家族をはじめ、区民対象に、障

がい福社全般の情報提供および学習の場の提供を目的に社会

福祉講座を開催する。
1- 1‐7 精神保健福祉講座 ･

講演会の開催
(保健総合センター)

こころの健康に対する正しい知識 ･情報を学校や地域に提供

し、 共に生きる社会づくりを促進する。

f- 1‐8 陣がい別セミナーの

開催
(瞳がい福祉センター)

陣がい者やその家族、関係機関を対象に各障がいの啓発、学習、
情報提供を目的として各種陣がい別セミナーを開催する。

1- 1- 9 陣がい者理解のため

の学習機会の充実
(瞳がい福祉課)

陣がい者に対する差別や偏見をなくし、陣がいと庫がい者への

理解や認識を深める啓発活動として、教育機関との連携のもと

に、学校事業･校外活動等を通して、学習の機会を充実させる。



獺潴′ を衾参加の復筵

　　　　　　　　　　　　　　　
副施策の方向皿

瞳がい者が、 当事者同士や地域の人々とのふれあいをさらに深め、 生きがいのあ

る地域生活が送れるよう、 自主的な活動を支援します。
また、 日常的な趣味 ･創作活動の場や、 その発表の機会を増やします。

◆個別事業◆

事業番号 事業名(所管課)ゞ ′ゞ ご事業内容

1‐3 4 陣がい者グループの

育成
(樟がい福社センター ･保健

総合センター ･精神障がい

者自立支援センター)

陣がい者が、瞳がい特性に応じて当事者同士で交流を持ち、
趣味 ･創作活動等の自主的活動を行い、地域生活を豊かにす

るための陣がい者グループの育成を図る。

1- 3- 2 陣がい者団体･自主的

活動グループの支援
(陣がい福社センター ･保健

予防課 ･保健総合センター ･

精神陣がい者自立支援セン

ター)

瞳がい者福祉の増進を目的に運営 ･事業実施する陣がい者団

体や、障がい者の社会活動 ･社会貢献活動の促進を目的に活

動している自主的なグループに対して、関連機関との連携し

ながら、技術支援をはじめとした多角的な支援を図る。

1- 3‐3 陣がい者作品展の実施
(障がい福社センター)

陣がい者週間記念事業 ｢障がい者文化祭｣の一環として作品

展を開催し、日ごろの文化活動の成果を発表する場を提供す

る。

16

l‐2-2 地域のサークルや

団体との絆やふれ

あいの場づくり

(地域文化課)

地域で活動するサークルや団体が、 陣がい施設などに出張

し、日ごろの活動成果を披露し、学びの社会還元を行う ｢ア

ウトリーチ型事業｣ を推進する。

1- 2‐3 陣がい者を支援する
地域活動の促進

(地域文化課)

地域活動団体や都立特別支援学校との連携をとおして、地域

社会に障がい者への支援活動への意識を高める。

1- 2- 4 陣がい者や高齢者等
に配慮した施設設備
(瞳がし、福祉課)

障がい者や高齢者をはじめとするすべての人々の利用に配

慮し、安全で快適に利用しやすい公共施設の整備を促進す

る。



回施策の方向圏

障がい者が一般のスポーツクラブ等で、 体力づくり“こ取り組むことは、 ハー ド ･

ソフト両面に課題があります。 また、 障がいがあっても気軽に楽しめ、 体力づくり

につながるスポーツの開発も、 重要な課題です。
そのため陣がい者がスポーツやレクリエーションを通じ、 体力づくり及び仲間づ

くりが自主的に行えるよう、 体育協会や体育指導員、 指定管理者などとの連携によ

り、様々な事業や指導者の育成を推進します。

◆個別事業令

事業番号 赫々ごと事業街鰯誓裁ち′"ナ もむ事業内容ない≧チ

1‐4‐1 陣がい者のスポーツ

教室
(スポーツ振興課)

陣がい者の方が手軽にできるスポーツ (ファミリーテニス、

ファミリーターゲットボール、水中ウオーキング、健康体操

など)を実践することにより、運動の楽しさを味わいながら、
安全で継続的なスポーツ活動へとつなげる。また、ストレス

解消、体力づくりに加え、参加者同士の仲間づくりや情報交

換の場、 機会の提供とする。
1- 4‐2 タートルマラソン大

会の推進

(スポーツ振興課)

ター トルマラソン全国大会兼バリアフリ“- ター トルマラソ

ン大会は、瞳がい者とともにだれもが楽しく参加できる健康

マラソン大会である。今後も同大会を積極的に推進していく

ことで、 区民の健康維持と体力増進に寄与していく。
1‐4‐3 生涯スポーツポラン

テイア制度の推進
(スポーツ振興課)

スポーツ活動を安全かつ効果的に実践できる指導者養成を

行うため、各種講習会を開催し区民の生涯スポーツ活動を支

える。

0 公認スポーツ指導員養成講習会 (共通科目)

0 公認スポーツ指導員養成講習会 (専門科目)

･各スポーツ種目、 陣がい者対象の指導など

○レベルアップ講習会

し.
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1- 3ー4 陣がい福祉館の活用
(障がい福祉課)

各種施設 (視聴覚室、作業訓練室、機能訓練室、会議室等)

を貸し出し、陣がい者 ･家族 ･陣がい者支援を行うボランテ

ィ.ア等の学習 活動の場の提供や交流を図り、在宅生活の充

実を図る。 ･



圓
地域生活支援サービスの充実

瞳がいの種別にかかわらず、また、瞳がいが重くても地域で自立した生活を続けるこ

とができるよう、瞳がい者やその家族の様々なニーズに対応していくことが求められて

います。障がい者への意思決定の支援に配慮しつつ、社会福祉法人や本人 ･家族等の協

力のもと必要なサービスを適切に提供するため、瞳がい者相談体制の整備を進めていき

ます。
また、 日常生活を送る上で欠くことのできない介護 ･介助や、 コミュニケーション等

の生活支援サービス、 ホームヘルプなどのサービスを充実します。

殖漿? 泌域塗満ち茗甥ゲーどヌの充実

　　　　　　　　　　　　　　　　
圏施策の方向囮

障がい者が地域で自立した生活を送るためには、 相談支援体制を充実させること

が不可欠です。基幹相談支援センターには、総合相談 ･専門相談をはじめ権利擁護 ･

虐待防止事業を推進する役割が求められています。 また、 困難事例や複合化した課

題解決のために、 関係機関のネットワーク化にもこれまで以上に力を入れていきま

す。

足立因ま、平成 24年度から障がい福祉センターを基幹相談支援センターとして位

置づけ、 指定特定相談支援事業者等と連携し、 身近で質の高い相談支援をめざし、
重点事項として取り組みます。
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基幹相談支援センター

　　　　
　　　　　

　　　　　
　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
総合相談･専門相談

(身体･知的･発達･高次脳･精神)

ワンストップ相談
ケアマネジメント

鐵
顔

保健総合センター
ふれんどりい(精神)

r.･‐‐‐-･¥"……-:
　　　　　　
　　　　　　

虐待防止 困難事例支援
＼

%
~
　　　　　　　　

社会福祉士

相談支援朝露攣療鯵ル ノ
サービス等利用計画 メ

　
　

関係機関のネットワーク化
　　　　　　　　　　　　　　　 　　

ー･“′

噂,ド"“""""…""""…“………"

ン

=
“

　
　
　

　
　

　
　
　　
　

　
　
　
　
　　
　　
　

　
　
　
　

　
　　
　
　　

　

　　
　　
　
　　

巍労支援機関 地域自立支援協議会

当事者 高次壁達総会

※精神障がい者の相談については、保健総合センターと連携して行う。

◇個別事業◆

小言事薬名※所管課) ≦対さ薹業内容"事業養母"
2‐1 4 基幹相談支援センタ

一 ･指定一般相談支

援事業所 ･指定特定

相談支援事業所の設
置逗
(陣がい福社課 ･障がい福社

センター ･保健予防課)

基幹相談支援センターを設置し、陣がい専門の中核機関と

して、陣がい者 (高次脳機能陣がいや発達陣がいを含む)

や施設等からの様々な生活支援、就労に関する相談、児童

(l8歳未満)の発達に関する支援機能を充実させる。また、
地域移行支援や地域定着等の支援を含めて各種相談を行

う指定一般相談支援事業所や、サービス利用計画の作成等

を行う指定特定相談支援事業所を設置し、相互体制の充実
‐を図る。

24年度目標 基幹相談支援センター 1 カ所′

指定一般相談支援事業所 10 カ所

指定特定相談支援事業所 25 カ所

29年度目標 基幹相談支援センター 1カ所

指定一般相談支援事業所 12 カ所

指定特定相談支援事業所 29 カ所

′
‘
'
℃
-'

、. ･‘ 弍
せ

) ′ 、
‐

-
'

-
-
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殖漿? 彬域生活も茗携ザーどスの務突

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
囲施策の方向囮

発達陣がい者 (児) への総合的な支援を就学前期 ･就学期 ･成人期のライフサイ

クルに沿って継続的に進めます。 特に成人期の発達障がい者への支援は、 とれまで

取り組みが少なかった分野であるため、積極的に体制の構築に努めていきます。
発達障がい者への支援は他の障がい者の支援に準ずる形で実施されてきました

が、平成 22年の障害者自立支援法の一部改正で支援の対象であることが明記されま

した。 しかし、 その固有の課題への取り組みは十分ではありません。 発達瞳がいの

専門支援機関と連携し、 総合的な発達障がい者相談支援体制の確立をめざし、 重点

的に取り組みます。

※発達障がい者に関する事業は、 横断的な取り組みが必要なため、 本施策内の他課

題や他の施策にもまたがっています。施策 5 ｢陣がい児療育 ･支援体制の整備｣ 施

策 6｢就労支援の充実と雇用促進｣にも発達日章がいに関する事業を掲載しています。
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2‐1- 2 陣がい者 (児) ケア

マネジメント

(陣がい福社センター･福祉

事務所 ･保健総合センタ

ー ･保健予防課)

陣がい者 (児) の相談支援にかかわる各関係機関において、
陣がい者ケアマネジメント手法を用いて、基本相談支援を充

実するとともに、計画相談、陣がい児相談に対応しながら陣

がい者 (児) の地域生活を支援する。

2‐1‐3 ビアサポート相談

(陣がい福社センター)

専門性を備えた陣がい当事者に委託し、同じ目線で、陣がい

者の生活力を高め、自らがサービスを活用できるよ 引こなる
･

･

ことを目的とし、 援助 ･支援を行う。

2‐1-4 身体瞳がい者 ･知的

陣がい者相談員
(陣がい福社センター)

区からの委託を受けた陣がい者やその家族等の民間協力者

が陣がい当事者ならではの体験や経験を生かして相談 ･援助

を行い、 陣がい者の自立を支援する。

2 4 -5 補装具相談
(陣がい福社センター)

補装具個別専門相談、補装具適合判定、補装具モデル書類判

定事業等の充実により、幅広い年齢層の補装具の身体や生活

上の適性向上、支給の円滑化をはかる。

2 4‐6 民間陣がい者施設の

相談支援
(陣がし、福祉課)

区内の地域移行型入所施設が拠点となり、各趣面工飽き刻-お

いても陣がい者にかかわる身近な施設で、生活や福祉に関す

る相談支援を行う。



嗣嘉センター
ハローワーク

保鰹総合センター

教育相談センター

児童発達

支援事業児童発達
支繧事業

サービス
提供事業所

注) 専門支援機関

発達瞳がい者 (児) に対し、 新たに必要となる支援

を行う機関

◆個別事業◆
　

　 　　　 　
　

　　
事業番号 ふき事業名(所管課) 事業内容及び目標

2‐2‐f 発達陣がい者支援体
制の充実
(障がい福祉センター ･

福祉事務所)

成人期発達陣がい者

への対応

(隙がい福社センター)

乳幼児から成人まで切れ目のないライフサイクルに沿った

相談機能を検討し、専門支援機関と連携しながら相談支援、
就労支援、発達支援、情報提供等を一貫して行う相談支援体

制を構築する。
区内関係機関との連携しながら、成人期発達陣がい者への相

談体制を確立していく。
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葱繁グ 地域峯滞る支援ザーど又の充実

h課題‐公簿響機館囃さ講ぬ磁鰤薦菱寮費学ぶ雪辱凱證讓竈撰さ

圏施策の方向彊

高次脳機能障がい者の支援体制は、 発達障がい者への相談支援体制と同様、 個別

の取り組みが充分に行われていない分野でした。 しかしながら足立区は他の自治体

に先駆け、 高次脳機能障がい者のための訓練コースの設置、 家族会を母体とした地

域活動支援センターの開設、 保健 ･医療 ･福祉の連携による ｢高次脳機能障がい関
係機関連絡会｣ の運営など、 区全体でシステムづくりを進めてきました。 今後は、
若年から高齢までの幅広い年齢層それぞれのライフステージに合った支援を提供で

きるよう重点課題として取り組んでいきます。

※高次脳機能障がい者に関する事業は、 横断的な取り組みが必要なため、 本施策内

の他課題や他施策にもまたがっています。 施策 6 ｢就労支援の充実と雇用促進｣、
施策 7 ｢バリアフリー社会の実現の基盤整備｣の課題 2にも高次脳機能障がい者に

関する事業を掲載しています。

高次脳機能陣がい者支援の
既存サービスの充実と今後の事業 < 今後 >

医療観閉と連携し.
診断と回復段階に
応じた診療体制
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◆個別事業◆

事業番号 事業名(所管課) 事業内容及び目標

2‐3‐l 高次脳機能陣がい者
に対する専門相談の
場の充実
(瞳がい福祉課)

高次脳機能陣がい者は回復段階に応じた継続支援が必要

となることから、生活相談、就労準備相談、家族支援の充

実を図る。

葱鼾ゑ 泌域空渚受綏ザーとヌの務裳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
囮施策の方向国

障がい者が地域で自立した生活を送るため、 障がい福社計画に基づき、必要とす

る居宅系サービス等を整備していきます。 また、 区は、 社会福祉法人、 N P O 等各

種団体や民間事業所等と協働しながら、 障がい者に対する支援を推進します。
(在宅サービスについては、 サービスの量と質を確保するために、 第 3 期障がい福

社計画に基づきサービスの基盤整備を行っていきます。)

◆個別事業◆

事業名(所管課) 事業内容こぐ学ぶ事業番号'

2‐4‐l 居宅介護 (ホームへ

ルパーの派遣)
(福祉事務所 ･保健予防課)

介護が必要な世帯に、 ホームヘルプサービス (自宅で入浴、

排せつ、食事等の介護) を提供する。また、区内民間事業所

と連携を密にし、 サービスの質や量の充実をめざす。

2 4 -2 重度訪問介護
(福祉事務所)

重度の身体陣がいから常に介護を必要とする人に、自宅にお

ける入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援な

どを総合的に行い、 生活を支える。

2-4- 3 行動援護
(福祉事務所 ･保健予防課)

知的瞳がいや精神陣がいから自己判断能力が制限されてい

る人が行動すると割こ、危険を回避するために必要な援護、
外出時の介護を行い、行動範囲の拡大に努め、陣がい者の生

活の充実をめざす。
2-4- 4 重度障害者等包括支援

(福祉事務所)

常に介護を受ける必要性が著しく高い人へ、居宅介護その他

のサ÷ビスを包括的に提供する。

2-4‐5 同行援護
(陣がい福縦蝸操･福祉事務月彌

視覚陣がい者の外出や移動を支援することで、社会参加を広

げ暮らしの充実を図る･
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2‐4‐6 短期入所 (ショート

ステイ)

(福祉事務所 ･保健予防課)

介護者の病気などにより自宅で介護を受けられない場合な

どに、 短期間、 施設において入浴、 排せつ、 食事の介護など

を夜間も含めて行う。また、民間事業者への情報提供を行い、
半纂市の設置を推進していく。

2‐4‐7 日常生活用具給付

(福祉事務所 ･保健予防課)

日常生活の便宜を図るための用具を給付する。

2‐4‐8 補装具費の支給
(福祉事務所)

陣がい者等の身体機能を補完 ･代替し、長時間にわたり継続

して使用される補装具について、購入費用や修理費用を支給

する。

2‐4‐9 住宅設備改善費の
給付
(福祉事務所)

在宅の重度身体陣がい者に対して、居住する家屋の玄関等、
住宅設備の改善に要する費用を助成し、日常生活の利便を図

る。

2‐4‐10 緊急あずけあい

(障がい福社課)

保護者や家族の疾病等で一時的に瞳がい者の保護を必要と

する場合に指定団体会員相互等で行われるあずけあいに対

し、 助成を行う。

2-4‐= 難病患者等ホーム

ヘルプサービス
(福祉事務所)

介護が必要な難病患者の世帯に、 ホームヘルプサービス (自

宅で入浴、 排せつ、 食事等の介護) を提供する。

2‐4‐12 難病患者等日常生活
用具給付
(福祉事務所)

難病患者等に、日常生活の便宜を図るための用具を給付す

る。

2‐4‐13 難病患者緊急一時入院

(保健予防課)

難病患者等の介護者が疾病等により介護ができない場合に、
緊急一時入院事業を紹介する。

2‐4‐14 生活訓練 (高次脳機
能障がい者対象)

の充実
(陣がい福社センター)

高次脳機能陣がい者の生活能力改善、社会参加支援のため

に、専門訓練職員の充実や適所定員増を行い生 - - -…-▼｢舩F升事

業を拡充していくび

2‐4 4 5 公開療育
“章がい福社センター)

在宅または施設を利用している重度の陣がい者に対して、身

体機能の維持や生活の改善を図ることを目的として専門講

師による療育事業を行う。
2‐4‐16 移動支援従事者養成

研修の実施
(瞳がい福社センター)

東京都の研修事業 (知的課程) の指定を受け、移動支援従事

者養成研修を行うことで、知的陣がい者の社会参加を促進す

る。

2‐4 4 7 訪問入浴
(庫がい福祉課 ･福祉事務所)

入浴が困難な住宅の重度身体陣がい者に、訪問による入浴サ

ービスを提供する。

2‐4‐18 陣がい者訪問理美容
(陣がし、福祉課 ･福祉事務所)

店舗での理髪 ･美容が受けられない重度陣がい者に、訪問に

よる理美容サービスを提供する。
2‐4‐19 緊急通報システムの

設置
(陣がい福祉課 ･福祉事務所)

ひとり暮らしの重度陣がい者などの緊急事態に対応するた

め、 消防署等への通報システムを設置する。
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葱漿?‐惣域空蒲支援サーどヌの落髪

さき疼き霜潔塞鰐溝盤養護遂灘奏滋養認識夕霧響き"輔導熟寝ご講義菱謝さ淺膝莪匿璽蓋寵癈も-
箋襲職議さ鰐鞭等きざ嶺袋趨き期窓職務講義謙聴講響き諄骸謹選≦養護葵割愛鱗理艶然

囮施策の方向囲

陣がい者が地域で充実した生活を送れるよう、 様々な手法により適所施設等の基

盤整備に重点的に取り組みます。 特に、特別支援学校卒業生や重度瞳がい者等の受

け入れを確実に進めるために、 状況の推移に対応した着実な施設整備を行っていき

ます。 !

また、 需要の増加が見込まれる短期入所施設や放課後等デイサービス施設につい

ては、 民間事業所等に働きかけ供給基盤の整備に努めていきます。
(施設サービスについては、 第 3 期瞳がい福社計画に基づき、 サービスの基盤整備

を行っていきます。)
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2-4-20 身体陣がい者補助大
の給付

(瞳がい福社課 ･福祉事務所)

視覚 ･聴覚 糧超本不自由の陣がい者の生活を支援するため、
盲導犬 ･聴導犬 ･介助犬を給付する。

2-4‐21 紙おむつ等の支給

(高齢サービス課)

重度の心身陣がい等から排尿 排 便が困難な高齢者や陣がい

者で、重度心身障害者手当 (都) または特別障害者手当 ･障

害児福祉手当 (国) を受給している方に、紙おむつ等を支給

する。

2‐4‐22 車いすの貸出
(社会福祉協議会)

一時的に車いすが必要な方へ、 車いすの貸し出しを行う。

2-4‐23 福祉機器等の展示
(障がい福社センター)

瞳がいを補うための福祉機器や、日常生活を便利にする福祉

用具の情報を収集するとともに機器をわかりやすく展示す

る。 実際に試せる機会も提供し、 必要に応じて専門スタッフ

や障がい当事者が説明を行う。
2-4‐24 家庭訪問指導

(保健総合センター)

陣がい者の家庭を直接訪問して、相談を受けることによって、

早期の受診や治療の継続、社会参加をすすめるとともに、家

族支援も図る。
2‐4‐25 陣がい者トワイライト

事業
(陣がい福祉課)

夕方から夜間、陣がい者を対象に食事、入浴を伴う活動を行

う団体や法人に対する支援を検討する。

2-4‐26 裁判員制度家族支援
事業 .

(陣がい福社課 ･保健予防

課 ･福祉事務所)

陣がい者等を介護する家族等が裁判員に選出され、一時的に

見守り等の支援が必要な陣がい者等に対して、移動支援サー
ビスや日中保護サービスを提供し、 裁判員制度への参加を促

進する。



◇個別事業◆

事業番号 事業名(所管課) 事業内容

2‐5 4 療養介護事業
(瞳がし、福祉課)

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、
療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う。

2‐5‐2 生活介護事業
(陣がい福祉課･保健予防課)

常に介護を必要とする人に、 昼間、 入浴、 排せつ、 食事の

介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会

を提供する。
2-5-3 自立訓練事業

(瞳がい福祉課‐′□仇了" --

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、

身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行

う。身体陣がい者のための機能訓練と知的 ･精神障害がい

者のための件 ･ュ
.続

ぷある。

2‐5-4 就労移行支援事業
(障がい福社課･保健予防課)

一般企業等への就労を希望する人に、 一定期間、 就労に必

要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。
2-5‐5 就労継続支援事業

“薙がい福祉課･保健予防課)

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとと

もに知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。 雇用

契約によるA 型と利用契約によるB 型がある。
2- 5‐6 地域活動支援センタ

一事業

(瞳がい福祉課･精神瞳がい

者自立支援センター)

創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流等

を行う。

2- 5‐7 通所施設･短期入所施

設･放課後等デイサー

ビスの設置促進

(陣がい福社課)

適所施設 ･短期入所施設 ･放課後等デイサービスについて、

設立運営にあたる社会福祉法人やN P O 法人等に、各種情

報提供等の支援を行い、 その設置を促進していく。

2-5- 8
児童発達支援センタ

一及び児童発達支援

事業所の整備

“章がし･福祉課)

適所利用陣がい児やその家族を支援する地域における適所

支援機能と相談支援や保育所等訪問支援の地域支援、 医療

機能等を提供する児童発達支援センター及び児童発達支援

事業所 (放課後等デイサービスを含む) を整備する。
24年度目標 29 年度目標

児童発達支援センター 3 ヵ所 3 ヵ所

児童発達支援事業所 5 ヵ所 物ヵ所

2‐5‐9 小規模作業所
(瞳がい福社課)

施設運営の安定化をはかるため、東京都包括補助事業での

心身障害者適所授産事業から障害者自立支援法に基づく施

設に移行する。 (4カ所)

2-5‐10 福祉サービス第三者辞

価制度の推進
(瞳がい福社課 ･保健予防課)

福祉サービスの第三者評価制度に積極的に取り組み、 陣が

い者のサービス利用を支援するとともに、 サービスの質の

向上を図る。
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2- 5‐= 施設等職員の共同研

修の実施

(陸がい福社センター ･保健

予防課)

適所施設職員等の処遇水準 ･技術の向上のため、職員研修

を実施する。

2-5‐12 通所事業における医
療的ケアの体制整備

(陣がい福祉課)

日常生活を送る上で医療的ケアが必要な陣がい者に対し

て、適所施設で医療的ケアを受け入れるための支援体制を

整備する。

2ー5ー綣 脳血管瞳がい、高次脳

機能陣がい者の作業

,所の整備

(瞳がい福社課 ･陣がい福社

センター)

既存のサービスでは対応しきれない若年から中高年の脳血

管障がい者や高次脳機能陣がい者などの中途瞳がい者を対

象にした就労準備支援を行う作業施設の整備を検討する。

2‐5‐14 足立陣がい者相互支

援ネットワーク会｢A

ふらんき｣
(陣がし、福祉センター)

区内障がい者施設の連合体で、 ネットワークの利点を活か

し、施設それぞれの得意な作業や自主製品の受注販売等を

行っている。 会利用者の、 工賃アップや、 共同製品受注 ･

受注先開拓などへの支援を行う。
*自立支援協議会の部会に位置づける。

2‐5‐l5 陣がい福社施設連絡
会
(障がい福社センター)

区内の陣がい福祉施設が、利用者への支援および福祉サー

ビスの質の向上、 職員の資質向上をめざし、 研修 ･情報交

換等を実施し、
.施設間相互の有機的ネットワークを構築す

る。

*自立支援協議会の部会に位置づける。
2-5‐16 既存施設利用型重心

適所施設の設置
(偽章がい福社課)

既存の生活介護施設を活用し、中度レベルの医療的ケアを

伴う支援を実施するため、 既存施設利用型重心適所の実施

を検討する。



獺資ノ 地域空蒲艾浚ザーと文の務奏

キー緤顱翻‘議疑鮮趣き,ミききそぎさまきざ導き糞 翻嚢繭蕊"
弼施策の方向圏

障がい者が地域で充実した生活をし、 社会参加をさらに推進していくためには、
移動手段の確保は不可欠です。 日中活動の利用、 主体的な外出や移動を支援し社会

活動が広がるよう、 陣がい福社計画に基づきサービス提供基盤の整備に重点的に取

り組みます。
なお、 地域生活支援事業の 1 つであった移動支援事業のうち、 視覚陣がい者を対

象とした部分については、 平成 23 年 10月から障害自立支援法内の ｢同行援護｣ へ

移行しました。

、事業番号 いさ事業者(所管課) 、ご事業内容

2‐6 4 移動支援事業･同行援

護 (ガイ ドヘルパーの

派遣)
(樟がい福祉課･福祉事務所)

屋外での移動が困難な陣がい者等について、社会生活上不

可欠な外出や余暇活動等の社会参加のための外出ができ

るよう支援を行い、地域における自立生活及び社会参加を

促す。

2- 6‐2 陣がい者福祉通所バ

ス連行事業
(障がい福社課 弔意がい福社

センター)

公共交通機関利用が困難な陣がい者が、施設で活動できる

よう適所パスを連行し、 施設への移動手段を確保する。

2- 6‐3 福祉有償運送の推進
(瞳がい福祉課)

N P O 法人や社会福祉法人などが、高齢者や陣がい者など

一人で公共交通機関を利用して移動することが困難な人

を対象に行う、 ドア ･ツー ･ドアの有償移送サービスを推

進し、移動支援と社会参加の促進を図る。
2‐6- 4 外出支援事業

(陣がい福祉課 ･福祉事務所)

福祉タクシー券給付、自動車燃料費の助成、三輪自転車等

購入費の助成、自動車運転免許取得費用の助成を行い、
.瞳

がい者の社会参加の拡大を図る。
2‐6‐5 自動車改造費等助成

事業
(陣がい福祉課 ･福祉事務所)

身体瞳がい者が就労等に伴い、自動車を取得し改造を行う

場合、操向装置及び駆動装置の改造に要する費用の一部を

助成し、就労等を支援し、自立活動及び社会参加の促進を

図る。

◆
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施策! 雑域生活史燦サービスの充実

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
團施策の方向国

視覚陣がい者や聴覚陣がい者等が、 コミュニケーション手段を確保し、 必要な情

報を入手できるよう、 手話通訳者等の派遣や、 点訳 ･朗読等のサービス提供などの

事業を促進します。 また、 視覚陣がい者等に、 情報通信支援用具を日常生活用具と
して給付し、 情報バリアフリーを推進していきます。

◆個別事業◆

事業番号 事業名(所管課) 事業内容

2‐7 4 コミュニケーション

支援事業 (手話通訳
等の派遣)
(障がい福社課#社会福祉協

議会)

聴覚、 言語機能、 音声機能、 視覚その他の陣がいのため、

意思疎通を図ることに支障がある障がい者等にコニュケ

ーンョンを図るため手話通訳者や要約筆記者の派遣等の

支援を行う。

2‐7‐2 3ロ -- 晦日ロ6又厚 手 末

(瞳がい福社課 ･福祉事務

所)

ひとり暮らしの重度心身陣がい者等の安否の確認、相談連

絡、孤独感の解消と、社会参加を図るために、電話を貸与

するとともに電話料金の一部を助成する。
2‐7 8 多様な手法での情報

提供
(陣がい福社課 ･保健予防

課)

陣がい旋策や各種福祉サービスなど、障がい者が必要とす

る情報を、陣がい特性に配慮した手法でわかりやすい情報

提供を行うとともに、 各施設のホームページ開設等も支援

する。
2- 7‐4 S P コー ドの添付

(陣がい福祉課)

視覚陣がい者用音声読み上げ装置に対応したS P コー ド

を、利用者の要望を聞きながら通知 ･文書等に添付し、視

覚陣がい者への情報提供の一助とする。
2- 7- 5 情報通信支援用具

(障がい福祉課 福 祉事務

所)

視覚陣がい者等の情報バリアフリーを支援するため、 O A

周辺機器を情報通信支援用具として給付する。
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葱第“ 雑域凖満ち支援ザーとヌの充奨

べき.･課題aさま聴瀕さお"癩讓}擁護努議事鱗鱗頌纂礬誘導きき莪隷鬘

圏施策の方向輯

障がい者の自己決定を最大限に尊重し、 権利擁護に関する諸制度や社会資源が必

要とする障がい者の方々に活用されるよう、 地域社会における権利擁護活動を推進
していきます。 また、消費者としての障がい者の法的権利の遂行を支援します。

今個別事業◆

事業番号 事業名(所管課) 事業内容

2‐8 4 陣がい者権利擁護シ

ステムの構築

(陣がい福祉課 ･障がし、福祉

センター ･福祉事務所 ･保

健予防課)

陣がい召の俺利勝口や虐待に関する相談、 陣がい福祉サー

ビスに関する苦情、成年後見や権利擁護に関する様々な制

度が活用できるシステムを構築する。

2‐8‐2 福祉サービス苦情等解

決委員会に関する事業
(高齢サービス課 ･権利擁護

センターあだち)

区民が利用する福祉サービスに対する苦情等を公正かつ

中立な立場で迅速に処理する機関を設置し、サービスと顧

客満足度の向上を図る。

2【8- 3 成年後見制度の利用

支援
(庫がい福社課 ･障がい福社

センター ･福祉事務所 ･保健

予防課 ･保健総合センター ･

権利擁護センターあだち)

陣がい者に関わる成年後見制度の啓発や、成年後見制度利

用支援事業の利用促進を図る。 ,また、 瞳がい者の成年後見

制度に関する専門相談窓口の体制整備を行う。さらに、陣

がい者に対応できる社会貢献型後見人の育成も行ってい

く o ･

2- 8‐4 #皸薪副蛇権利莪癪鵞尊業
(権利擁護センターあだち)

地域生活の中での福祉サービスの利用やそれに伴う日常

的金銭管理に関する援助を必要とする者と契約し生活支

援を行う。
2‐8‐5 陣がい者虐待防止事業

(樟がい福社課 ･保健予防

課 ･福祉事務所 ･保健総合

センター)

障がい者虐待防止法に基づく、陣がい者虐待防止センター

機能の構築と、 地域のネットワークづくりを行う。

2‐8- 6 消費者教室(講師派遣

出前講座) の開催
(産業政策課消費者センター)

陣がい者施設とや陣がい者団体等と連携して消費者教室

(講師派遣出前講座) を実施し、陣がい者の消費者として

の利益の擁護を図る。
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薙蔚? 雑域笙蒲史癬サーとヌの充実
謹製選ぶ幾度試さ瓱琶辱ささ≧弱需残さき発嘉さ逞馨熟議な童謡競べ量定養信義難導き勇きざ淺義-諄主事謠紮邇套≧ざ望褻鵠等箋き難語藷艶美朝長翫
　　　　 　　　　　　　　 　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
滋養幾ら接ぎ蝨藝療養導き講義ゞ轟き孝雙畿な競業藝≦巻き娑築き義理き窯!よる離さきこく熟議箋護送芸当撚る講読弱増さ盤導き装壽導弱讃頌

量施策の方向囮

足立区では、 かねてより区内の瞳がい者や関係機関、 その他の関係者による相談

支援ネットワーク会議を設置してきました。これを平成 21年度発展的に再編し、現

在に至っています。 今後は、 部会や地区会議の活性化を図り、 足立区での障がいに

関係する諸課題を発見し、 協議し、 政策へ反映させていきます。

地域自立支援協議会のイメージ
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とげ… 地裁精神ケア
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期神保健相社

情報ネットワーク

連絡会

　　　　　　相互支援

a なあ鼈“‐'‐ " “◆◆
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2‐8‐7 地域包括支援センタ

- ･介護事業所 ･陣

がい者施設への情報

提供
(産業政策課消費者センター)

地域包括支援センター連絡会 ･介護サービス事業者連絡協

議会との連携による情報提供と、消費者被害未然防止のた

めの ｢見守り通信｣ を発行し、各事業所と連携して見守り

の強化を図っていく。



今個別事業◆

事業番号 で事業名(所管課) 事業内容

2‐9 4 地域自立支援協議会
の推進

(陣がい福社センター、保健

予防課、 樟がい福祉課、福

祉事務所)

区内の関係機関 ･団体、 事業者、 医療 ･雇用 ･教育の関係

者が地域の課題を共有し、地域の支援体制を協議する場を

整備します。
分野別の部会や福祉地区連絡会をさらに充実させ、個別の

事例から地域課題共通の課題までを共有し、陣がい福祉施

策へ活かしていきます。
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圓
保健霊医療サービスの充実

庫がい者の自立と社会参加を考えるとき、 陣がい者の健康づくりるま欠かせません。 そ

こで、健康についての正しい知識の普及をはかるなど障がい者の健康づくりを進めます。
障害者基本法の改正内容にも ｢障がい者の状態及び生活実態に応じ、医療 ･介護 ･保

健･生活支援その他の自立のための適切な支援をうけられるよう必要な施策を講じなけ

ればならない｣ という内容が加えられました。
障がい者の医療体制を整備 ･充実し、疾病の早期発見 ･早期治療に努めるなど保健施

策を充実し、 陣がい者の健康について総合的な増進を図ります。
特に精神障がい者は陣がいが固定していないという陣がい特性から、保健 ･医療面の

支援がより重要になります。

獺繁, 鎭窿 ･囮療ザーと文の充実

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
囮施策の方向團

障がいを持っても健康で暮らせるよう“こ、 瞳がい者への健康づくりをすすめてい

きます。 健康についての正しい知識の普及を図ります。 陣がいのある方やその家族

からの各種相談に応じ、 助言 ･指導および関係機関への連絡 紹 介等を行うことに

より、 障がい者が地域において安心して生活できるよう支援します。

◆個別事業◆

事業番号 なき事業名(所管課実家
‘‐･“~“-‐“-----･･'-導き事業内容ゞ

3斗弓 健康関連情報提供の
充実 ･

(陣がい福社課 ･保健予莨堀蹴

健康についての正しい知識の普及を行う。 陣がいや疾病に

伴う健康へのリスクを理解できるようfこして、 目立と社会

参加をすすめる。
3- 1-2 福祉施設への健康数

育の実施
(保健総合センター ･障がし

福祉センター)

区内の通所訓練施設などの福祉施設において、本人向けお

よび職員、家族向けに専門職が健康教育を実施し、生活習

慣病や感染症等の予防に努める。

3- 1‐3 保健福祉相談 ･関係

機関連絡
(障がい福社課 ･保健予防

課 ･保健総合センター)

当事者 ･家族 ･地域の人が安心して暮らせるように、予防 ･

受診から社会復帰まで総合的に援助 ･相談を行う。
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圓施策の方向囮

瞳がい者の疾病の早期発見 ･早期治療につとめます。 医療体制を整備 ･充実し障

がい者の健康について総合的な増進を図ります。 また、 地域の医療 ･福祉機関と連

携を図り保健指導を充実します。

◆個別事業◆

事業番号 ぶちゞ事業名(所管課) 事業内容、

3- 2‐1 かかりつけ医
(衛生管理課 ･保健予防課)

地域医療を推進するとともに、健康相談や早期治療ができ

るように相談 ･情報提供を行う。
3‐2- 2 瞳がい者 (児) 歯科

診療体制の整備
(健康づくり課)

一般の診療所で受診することが困難な瞳がい児に対して、

身近なところで歯科診療を実施し、 口腔状態の改善を図

る。

3‐2- 3 自立支援医療 (精神
科通院)
(保健予防課)

精神障がい者の通院医療費を助成し、 医療費の軽減を図る

ことで、長期にわたる治療の継続を支援し、疾病の悪化を

防ぐ。
3‐2‐4 精神保健相談･うつ相

談･思春期相談の充実
(保健総合センター)

こころの健康問題や不登校 ･ひきこもりなど思春期関連の

相談について専門医による相談的助言や指導を行う。

3‐2 6 地域精神ケア会議
(保健総合センター)

地域における複雑困難事例等について、関係機関が連携し

て課題解決を図ることを目的に精神科専門医師のもとに

検討会を実施する。
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3‐1‐4 精神陣がい者デイケア
(保健総合センター)

思春期の問題や精神陣がいを抱える人がその有する能力

や適性に応じ、自立した日常生活 ･社会生活を営むことが

できるよう、生活訓練の場としてデイケア事業を実施して

いる。

3‐1‐5 ねたきり予防事業
(保健総合センター)

高齢者や在宅の陣がい者が定期的に身近な施設に集まり、
仲間と楽しく転倒予防体操や交流学習等を行うことで寝

たきりや認知症を予防する。
3- 1‐6 アルコール関連相談

(保健総合センター)

アルコール依存症の当事者や家族の回復を促進するため、
相談を実施する。



殖潴, 傑窿 ･震療ザーど又の秀美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
圏施策の方向圃

入院医療中心から、 地域における保健 ･医療 ･福祉を中心とした施策を推進する
ため、 関係者間の交流を図り、 ネットワークを構築します。

◆個別事業◆

事業番号 事業名(所管課先議こそ きき≦希望離籍疼き戴きまきごま≧
3‐3- 1 精神陣がい者社会復

帰施設への支援
(保健予防課 ･保健総合セン

ター)

民間の精神陣がい者適所訓練施設･グループホーム等の運営

主体に対し、専門的立場から運営支援を行う。

3‐3‐2 精神障がい者家族
会の支援

(保健予防課 ･保健総合セン

ター)

陣がい者の家族に対して陣がい特性や社会復帰についての

学習の機会を設け、家族全体の健康づくりをすすめる。

3‐3‐3 足立区地域精神保健
福祉連絡協議会
(保健予防課)

地域精神福祉活動を効果的に推進するため、関連機関の連

携 ･調査 ･凝胃彎により、 地域精神保健福祉活動の計画の策

定について協議する。

3‐3- 4 精神保健福祉情報ネ

ツトワーク連絡会

(保健予防課 ･保健総合セン

ター)

関係機関が精神保健福祉について情報交換を行い、ネットワ

ークにより協力して活動し、陣がい者の多様なニーズに身近

な地域で対応できるようにする。

3- 3- 5 アルコールネッ トワ

ーク連絡会
(保健予防課･保健総合セン

ター)

アルコール関連問題事例を関係機関と協働し解決するとと

もに、職員の技能向上および関係機関との連携強化を図るこ

とを目的にネットワーク連絡会を実施している。また、アル

コール依存症にとどまらず、広く薬物等の依存問題に対する

啓発 ,相談活動を検討する。
“ 、

3【3‐6 適所施設を支える医
療ネットワークへの

支援
(障がい福拙隅課 ･保健予防瀞恥

通所施設利用者の重度陣がい者が増えており、通所施設にお

いても医療面での支援が重要になっている。施設内での医療

的なケアを支えていくため、通班施設と医療機関とのネット

ワーク構築を図っていく。
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事業番号 3 - 3 - 3

足立区地域精神保健福祉連絡協議会のイメージ

精神障がい者を支えるために、様々な機関とのネットワークづくりを推進しています。

医師会

精神科病院
精神科診療所

定立保健所

保健総合センター

(公共臓業安定功う
　　　　　　　　　　　　 　　

警察署 )

地域における精神保健福祉活動を

総合的かつ効果的に推進するために、
定立保健所に協議会が置かれています。

-- 一 ｣- ′

精神障がい者 総合的かつ効果的に推進するためfこ、
) 家族会 定立保健所に協議会が置かれていま

　　　
クルー‐ 　 　　　　　　　　　　　　　

ゞ“き れ二ゞ /

く
精神陣がい者目 〆

‐ ′ 警察署

- - -社会福岬議会ジー~)立支援センター -
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圓
地域居住の場の確保

障がい者が地域で生活をしていくためには、陣がい者の生活様式に配慮された住宅を

整備することが必要です。重度の陣がい者でも、少人数で家庭的な雰囲気の中で、必要

な援助を受けながら安心して地域で生活できるよう、グループホームなどの多様なケア

付き住宅等の整備に取り組みます。

惣垳そ 雑域居住の場の猪燦
ぎ窪も李雙薄雲霧浚き詳報詳報"誘惑巡遊をきき鰐褒輻馨鯵許さ議ゞ叢認覊群事濃霧"疑惑妻処副群鬚慰霊竪薄薹霊華職畿室
諺槌き謀 議髪湖凋輳箕麓翌滌蟄畿法ナ憲の き 響縦豊鰓鱗議語蠣義#淺箋き碎壽謙謝製重点課題熟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

圏施策の方向囮

国の方針に基づき、足立区においても入所施設からの地域移行を積極的に進めて

います。 この地域移行を進めるには、通所施設における有効な訓練と合わせて陣が

い者の住まいの場としてのグループホーム等の整備が不可欠です。
障がい者が地域で自立した生活ができるよう、 地域居住の場としてのグループホ

ーム ･ケアホームの整備については、設立主体となる社会福祉法人やN P O 等に積

極的に情報提供を行い支援します。 今後需要が多くなると予想されるグループホー

ム等の整備について重点的に取り組みます。

◆個別事業◆

事業番号 主事案名(所管課)さげいき さこ事業内容メべき

4 4 ‐1 身体陣がい者福祉ホ
ームの運営

(陣がい福社課)

身体障がい者の地域生活を支えるための身体陣がい者福

祉ホームを、 大谷田陣がい福祉施設内で運営する。

4- 1‐2 知的 ･身体 ･精神陣が

い者グループホーム ･

ケアホームの設置促進

“章がい福祉課)

区内社会福祉法人等によるグル ｢ プホームやケアホーム

の設置について、各種情報提供等の支援を行う。
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蘋第“ 搬域居住の場の猫深

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
田施策の方向国

公共住宅の供給主体に対して、 住宅のバリアフリー化や優先入居等を要請するな
ど、 瞳がい者が利用しやすく、 地域生活を営みやすい住居の確保に取り組んでいき
ます。

◆個別事業◆

事業番号 セ事業名(所管課) 事業内容な
4‐2- 1 バリアフリー仕様の都

営住宅の建設促進(都)
(住宅 ･都市計画課、障がい

福祉課)

都営住宅等の建て替え時に、車いす使用者などの身体陣が

い者が利用しやすい住宅建設の促進を、東京都へ働きかけ

る。

4‐2- 2 既存公共住宅の整

備の改善促進
(障がい福社課)

高齢者や陣がい者のために、 スロープや手すりの整備 (バ

リアフリー化) やエレベーターの設置など改善を促進す

る。

4‐2‐3 入居への優遇制度の

充実 (都、公社、 U R )

(住宅 ･都市計画課、障がい

福祉課)

募集に際して、瞳がいの程度や住宅困窮度に応じた優遇制

度を充実するよう、 都、 公社、 U R に要請する。

4‐2‐4 生活しやすい区営住

宅の供給促進

(住宅 .都市計画課)

区営住宅の建て替えや改修の際に、 エレベーター設置を検

討するなど、陣がい者に配慮した生活しやすい区営住宅の

整備を促進する。
4‐2‐5 住宅改修の支援

(福祉事務所)

身体陣がい者の在宅生活が可能となるよう、必要な住宅設

備改造費を助成する。
4‐2÷6 障がい者への住宅紹

介事業の検討
(陣がい福祉課･陣がい福社

センター)

地域への居住を希望する障がい者へ、適切な住宅に係る情

報提供を行う体制について検討する。
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圓
陣がい児療育 m支援体制の整備

障がい者が年齢に関わらず、地域における自立した生活を実現するためには、乳幼児

期から、学齢期 ･青年期に至る成長過程で、地域や社会で生きる力を獲得していくため

の援助を、適切かつ継続的に行うことが大切です。そのため、できるだけ早い時期から、
一人ひとりの陣がい児とその保護者に対する相談と支援の場を整備します。また、発達

障がい等の障がい児の支援を強化していきます。
障がい児の社会的自立を促進するため、同世代の子どもたちとの交流の機会を保障す

るとともに、教育 ･保健 ･福祉のみならず、保護者の就業保障の観点も含み、各分野の

連携を密にしながら、一陣がい児とその家族を支援する体制の整備に努めます。

勉猾5 獲謝り堀療育･吏擾螂靱の整備

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
圈施策の方向圏

様々な健康診査や気づきのしくみ等を通じて、 瞳がい (発達陣がいを含む) や発

達に遅れのある子どもを早期に発見し、乳幼児期の健やかな成長を促す体制を整備

します。 また、 すべての子育て家庭が、 安心して、 楽しく子育てができるよう、 気

軽に相談できる子育て相談から、言語 ･心理等発達に関する専門相談まで、 子育て

支援に係る相談体制を充実します。

子育て家庭

　
【一次的相談】 /保健総合センター ＼

･子育てに関する健康相談

ことも家庭支援センター ･こんにち歳赤ちゃん訪問

･子育てに関する総合相談
･3 ~ 4 か月児健康診査
･6 か月児 ･9 か月児健康診査
･1 歳6 か月児健康診査

＼ G 蹴り糊腺診査 ノ

{医療機関J

認磨到
ことも家庭支援センター
･子育てに関する総合相談 保育園 、

認定こども園
幼稚園

【主な相談 (就学前) の流れ】 子育て家庭

　 　　　
　
　

発達に関する相談 ･療育 . -

足立区勤まい福祉センター = 北 鯆 医療セソテー

熟 j‐ 幼児発達支擬室 rひよこ｣ 域北分園
亀

. ･ ･ , .“ :もちいい

　 　　　　　

【二次的相談】 発達に関する相談 ･療育教育相談センター

･教育相談 ÷…
-
- …“ …-

‘ 足立区陣がい編社センター 北 医
うめた ･あけぼの学園

‐ 幼児発達支擬室 rひよこ｣ 域北分園･就学相談
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◆個別事業◆

事業番号 事業名(所管課) 事業内容

5‐14 乳幼児健康診査
(保健総合センター)

乳幼児健康診査 (3 ~ 4 か月児、 6か月児 ･9か月児、 l歳

6か月児、3歳児)を充実し発達の相談や陣がし、の早期発

見と早期療育を図る。
5- 1‐2 母子健康教育 ･健康

診査の充実
(保健総合センター)

思春期や母親学級での健康教育や、妊産婦健診等母体の

健康管理により陣がいの予防に取り組む。

5- 1- 3 先天性代謝異常検査
(保健予防課)

疾病の早期発見を行い、早期に適切な対応を行うび

5‐1‐4 こんにちは赤ちゃん

訪問事業
(保健総合センター)

保健師、助産師が乳児及びその俊藪音ハの=二言を行い、
発育 ･発達の相談に応じ、母子の健康保持な向上をすす

める。

5‐1- 5 乳幼児経過観察健康
診査
(保健総合センター)

健康診査及び訪問 ･相談などから、経過観察が必要とさ

れた乳幼児に、定期的な健診や専門相談 (医師、心理相

談員等) を行い、成長 ･発達の支援と異常の早期発見を

すすめる。

5- 1‐6 早期発見 (気づき)

のしくみ

(陣がい福社センター ･保育

課 ･子ども家庭課)

4 歳児を対象に気づきのチェック表 (保育の場面用 ･保

護者用) を記入する。 チェック表をもとに、 専門家チー

ムが保育現場にて行動観察を行う。結果を委員会で審議

し、保護者に気づきを促し、就学を見据えた早期支援に

つなげる。

5- 1- 7 発達支援グループ

(保健総合センター)

乳幼児経過観察健康診査後の要観察児を対象にグループ

支援を行う。
5‐1‐8 子育て相談

(こども家庭支援センター)

こども家庭支援センター等で行う区民が気軽に利用でき

る子育てに関する相談を実施する。また、保育園 唯呆健

総合センター、 陣がい福社センター、 児童相談所等と連

携し、 総合相談を充実していく。

5‐1- 9 陣がい児療育 ･発達

に関する相談
(障がい福社センター･瞳が

い福社課)

乳幼児期から 18 歳までの発達段階に応じた療育相談及

び、発達に関する相談を行う。陣がい児 (発達障がいを

含む) や発達に遅れのある子どもとその家族に対して、
心理 ･言語等の発達支援と家族支援を強化する。同様の

事業を行う北療育医療センター城北分園 (都立)、 うめ

だ ･あけぼの学園 (民間) との連携も図る。
5 4‐lo 発達相談等子育て相談

(保育課 ･子ども家庭課)

育児に関する不安を解消するため、保育所の専門機能を

活用し、子育て相談を実施する。
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獲蟹グ 夏期療育･傑節礎庸の秀美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
田施策の方向團

身近なところで、 適切な支援を受けられる体制を整備します。 発達支援コープイ
ネーターの育成や、 系統だった研修を行うことで、 保育園等における陣がい児の受

入を促進し、 支援内容の充実を図ります。 また、 保育園や幼稚園等へ専門職を派遣

することで、子どもの指導方法のレベルアップやスムーズなクラス運営を促します。
さらに保育園や子育て不安を解消するため、 療育機関や保育園等の専門性ある機能

を活用し、 子育て支援をさらに展開します。

◆個別事業◆

事案内養鶏奏′響き崇寮費、長 事業者.(所管講荒み辞せ
5- 2- 1 専門職派遣

(障がい福祉センター)

保育園 (認可外含む)、幼稚園、認定こども園、
“保健総合

センター等の区内の機関に対して専門職を派遣し、 陣が

い児 (発達陣がいを含む) にかかわる職員の支援技術の

向上を図る。

5‐2‐2 就学前早期療育
“頭がい福祉センター)

瞳がい児 (発達陣がいを含む) や発育に遅れのある子ど

もとその家族に対して療育相談を行い、必要に応じて児

童発達支援センター事業 ･児童発達支援事業 ･外来個別

指導事業を提供する。
専門的な療育支援施設である北療育医療センター城北分

園 (都立)、うめだ ･あけぼの学園 (民間) や児童発達支

援事業所においても実施しており各事業所と連携し支援

を強化する。
5-2‐3 保育園 ･認定こども園

(保育課 ･子ども家庭課)

多様な保育需要に対応するため、乳児、陣がい児、延長

保育などの実施と幼児教育の充実を図る。私立保育園に

は人件費を補助する。は人件費を補助する。
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5- 1‐11 個別支援体制の充実
(保育課 ･子ども家庭課)

保護者の協力のもと子どもの姿を客観的に捉えて細やか

な保育を実施する。また、子どもの状態に応じて関係機

関と連携してスムーズな支援に繋げる。

5ムトー2 教育相談 ･支援

(教育相談センター)

陣がい児の状況や発達段階に応じた教育相談や進路相談

などの相談体制を整備する。



獲蔚う 早期療育･鎭廚礎薙の秀奨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
間施策の方向薑

特別支援教育の考え方に基づき、 障がいのある子どもたちが、 地域社会で自立し

て生活していくことを目標に、 就学前から中学校卒業後までの一貫した教育体制の

構築をめざします。
また、 放課後や夏休みなどの、 学校外での生活を支援するための施策を充実しま

す。 障がい児を対象とした放課後等デイサービスの充実が必要となってきています。
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5- 2- 4 発達支援コーディネ

一ターの設置
(保育課 ･子ども家庭課)

障がい福社センターと連携して研修を実施し、発達的な課題

を抱える子どもたち一人ひとりの保育的ニーズに応じた支

援を保育園内外の関係機関、関係者間の協力、ネットワーク

によって実現するために発達支援コーディネーターを育成

し、 各保育園に設置する。

5- 2-5 保育所等訪問支援
(陣がい福祉センター)

保育所等を現在利用中の瞳がい児 (発達陣がい児を含む)、
または今後利用する予定の陣がい児 (発達陣がい児を含む)

が、保育園等における集団生活の適応のための専門的な支援

を必要とする場合に保育園等を訪問し、集団生活への適応の

ための専門的支援を“乳、、保育所等の安定した利用を促進す

る。

5-2- 6 専門研修 ･出張学習会
(陣がい福社センター)

地域の支援の場である区内幼稚園、保育園 (認可外含む)、
小学校等の職員を対象に専門研修を実施する。また、園や学

校を単位とした出張学習会を行う。
5‐2‐7 認可保育園 認定こ

ども園巡回支援
(保育課 ･子ども家庭議事章

がい福社センター)

定期的に専門職 (主に心理士) が認可保育園等を巡回し、瞳

がい児 (発達陣がいを含む) ･気になる子に対する助言及び

指導を行い統合保育の一助を担う。また、支援児認定のため

の巡回指導及び発達検査を実施する。
5‐2- 8 私立幼稚園巡回相談

(教育相談センタ一挙尊がい

福社センター)

発達陣がいを含む特別な支援の必要な幼児が在籍する私立

幼稚園に専門職 (心理士) を派遣し、幼児の行動観察を通し

て、幼児の状況を丁寧に把握しながら、指導方法及びクラス

運営方法についての助言を行う。



◆個別事業◆

事業番号 事業名(所管課) 事業内害 す、

5‐3‐1 放課後等デイサービス
(陣がい福れ逼課 ･福祉事務観婦

学校通学中の陣がい児 (発達陣がいを含む) に対して、
放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上

のための訓練等を *売約!手足伏することにより、学校数伴･= ‐

育と相まって陣がい児 (発達陣がい児を含む) の自立を

促進するとともに、放課後等の居場所づくりを推進する。
24年度目標 4カ所

29年度目標 8カ所

5‐3‐2 小中学校における

教育体制の整備
(教育相談センター)

特別支援教育を推進するため、各小中学校に校内委員会

の設置および特別支援教育コーディネーターの指名をす

すめる。 .

5-3‐3 都立特別支援学校と

の連携
(教育相談センター)

エリア ･センター枝となる南花畑特別支援学校等の特別

支援学校と、 小中学校とのパートナーシップにより、 特

別支援教育を推進する体制を構築する。
5-3‐4 鱗員聯本崗iの鱗

(教育指導室)

これまで心身陣がい教育とかかわりの薄かった教職員も

含めて、計画的 ･体系的に研修体制を整備し、陣がい児

教育への理解啓発や資質の向上を図る。
5‐3‐5 特別支援教育コーデイ

キ ターの資質向上

(教育相談センター)

教育委員会が実施する研修会や、国や都の養成研修へ積

極的に参加し、養成およびその資質の向上を図る。

5-3- 6 学童保育の充実
(住区推進課)

集団保育可能な子で、父母の就労 ･病気 ･看護等により、

放課後保育にかける瞳がい児等の受け入れを行う。.
6‐3- 7 陣がい児の日中活動

の充実
(陣がい福社課)

陣がい児の放課後や土日 ･夏休み等、学校外で活動する

時間について、タイムケア等事業を支援する。 N P O 法

人や任意団体 ･保護者グループ等を支援し、充実させる。
5‐3‐8 児童発達支援事業

(児童発達支援セン

ターを除く) の整備
(陣がい福れ掘操 ･福祉事務所)

陣がい児 (発達陣がいを含む) が地域で適切な支援を継

続的に受けられる身近な療育の場である児童発達支援事

業を整備する。
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轌施策の方向團

瞳がい児や発達に遅れのある子どもとその家族が、 地域で安心して生活していく
ために、地域に点在する社会資源の連携を強化することで、子育てへの不安解消や、
問題の早期発見、ネットワークを活かした地域サポート体制を構築します。

【足立区発達支援機関連絡会ネットワークイメージ】

福祉事務所 児童相談所

課罐総合 ことも家庭 区内保育園
支援センター

区内小学校 センター

《運営委 員会》＼ 区内幼専蛙園

特別支援学校 主 児童発達支援センター
な 区内認定ことも園

幼児発達支援室 ｢ひよこ｣

うめ柞 ･あげほの学園

北療育医療センター城北公園
　　　　　　

　　　　　　
放課後等デイサービス :‐ 児童発達支援事業

-、‐
'
‐

′-
-

-

◆個別事業◆

事業番号 {て信玄事案酷く所管課) ん事業内容

5 4 - 1 足立区発達支援機関
連絡会
(障がい福社センター ･こど

も家庭支援センター ･福祉

事務所)

児童発達支援センター ･児童発達支援事業所 ･放課後等

デイサービス事業所等と連絡会を開催し、地域における

支援体制を確保する。また、児童発達支援センターが専

門的支援のノウハウを広く提供することにより、 身近な

地域で障がい児 (発達陣がいを含む) を預かる施設の質

を確保する。
※自立支援協議会の子ども部会に位置づける。
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4 5

5‐4-2 特別支援教育連絡会
(教育相談センター)

L D 等を含め障がいのある児童 ･生徒等の乳幼児期から

学校卒業後への円滑な移行を図るため教育、保健、医療、
福祉、労働等の連携に基づく相談支援体制を整備する。~

5‐4‐3 . 子育て健康支援ネッ
トワーク連絡会

(保健総合センター)

地域の子育て支援をすすめるために、関係機関 ･団体 ･

子育てアドバイザー等とのネットワーク連絡会を開き、

連携を深め、情報交換 ･学習会 ･シンポジウム等を実施

する。



圓
就労支援の充実と雇用促進

図 :就労支援の流れと課題

課題倦

就労の相談体制の強化

発達偉がい者 ･高次脳膿

能障がい者への就労凖搦

プログラムの充実

--

"

‐

雇用支援室による

就労支援

精神陣がい者向け

ジョブガイダンス

課題2

就労支援体制の充実

職業相談 ･就労準備
｣ 支援等の実施

トライアル雇用 ･各

種訓練制度の活用 !

課題 3

就労環境の整備

足立区就労支援

ネットワーク

ミ宅を 発達瞳がい ･高次脳
　
ン 機能陣がい者八の

う 就労支援ネットワ

ークの構築

広報活動

障がい者の就労意欲に応え、就労を通じて社会的役割を担いつつ、経済的な自立や社

会的自立を促進していくため、就労相談、就労準備支援、訓練に加え、多様な就労の場

の確保から職業定着支援まで、継続して行える就労支援体制を充実させることが重要で
す。

障がい福社センターを中心とし、ハローワーク等と密接に連携した雇用支援のしくみ

が、効果的に機能するよう努めます。また、就労継続支援事業 A 型、 B 型の拡大などに

積極的に取り組んでいきます。
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圏施策の方向醐

障がい者の就労意欲に応え、 働くことによる社会参加を促進していきます。 その
ためには、 安心して働くことをめざせる支援が必要です。 就労に向けての相談窓ロ
を充実し、就労への課題を整理し、就労準備性を高めることが必要です。

◆個別事業◆

瓣 ･番号 事業名(所管課) “きき、な事業内容

6 4 - t 発達陣がい者 ･高次

脳機能陣がい者への

就労準備プログラム

の充実
(障がい福社センター)

雇用支援室において、 就職準備活動コーナーを活用し、
一人ひとりのニーズに合った就労準備活動を支援する。

6- 1- 2 就労一般相談
(福祉事務所･保健総合セン

ター章薙がし、福祉センター)

知的瞳がい、身体陣がいfば福祉事務所、精神陣がいは保

健総合センターを中心に相談窓口とする。就労困難等の

状況により、 手帳取得や福祉サービスの利用を必要とす

る相談者 (手帳未取得者、発達障がい ･高次脳機能陣が

い) への支援は各機関で行う。就労準備や就労定着など

就労に関する相談については、 陣がい福社センターと連

携をとり支援にあたる。
6‐1-3 雇用支援室による

就労相談支援
(障がい福祉センター)

就労の相談に特化した窓口として相談機能の充実を図

る。就労に向けての目標を専門評価等により明らかにし、
必要な支援を行う。

6‐1-4 精神陣がい者向けジ

ョブガイダンス
(精神陣がい者自立支援セ

ンタ - )

就職活動に必要な技能習得、実践練習、経験交流事業を

実施する。
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囲施策の方向囲

福祉的就労の場である就労継続B 型の充実に加え、 就労に必要な知識の獲得の機

会、能力の向上をめざした訓練や障がいがあっても安心して働ける福祉的就労の場

を整備していきます。

◆個別事業◆

事業番号 〆事業名 (所管課) 事業内容

6- 2- 1 雇用支援室におけ

る職業相談 ･就労準

備支援等の実施
(瞳がい福社センタマ)

求職相談者に対し、就労全般の相談に応じる。相談者の

適性等を見極め、就職活動に関する情報提供、面接準備、
面接同行、実習支援等を行う。

6‐2- 2 トライアル雇用 ･各

種訓練制度の活用
(瞳がい福社センター 樟か

い福祉課)

陣がい者の就労にあたつて、陣がい者の職場適応をはか

り事業主の不安感を無くすため、ハローワークと連携し

トライアル雇用、ステップアップ雇用、委託訓練等の制

度を活用する。
6‐2-3 雇用支援室におけ

る定着支援の実施
(陣がい福社センター)

就労後の定着支援を行う。面談、電話、夜間間室による

グループセミナー、企業訪問など、働く陣がい者および

雇用した企業双方の支援をし、安心して働き続けること

のできる環境を整備していく。福祉事務所、保健総合セ

ンターと連携をとり、企業、医療機関、権利擁護など必

要な機関とのネットワークを構築し、定着を図る

6‐2-4 就労継続支援 B 型

事業
(陣がい福社課 ･保健予隣測

一般の事業所に雇用されることが困難な人に対して、就

労の機会として障害者自立支援法に基づく就労の機会

の提供と能力向上のための訓練を行う。
6-2‐5 保護雇用事業 (Jス

テツプ)

(社会福祉協議会)

一般就労が直ちには困難な知的陣がい者に対して、最低

賃金を保障し働く機会とする。
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施鼾ケ 就労史斑の充実と獄絹俊雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
圏施策の方向囮

瞳がい者の就労支援は、 就職することだけが目標ではなくその後も安心してやり
がいを持って働き続けられることをめざしています。 そのためには、 事業所も障が

い者理解を深め、安心して陣がい者を雇用できるよう就労環境の整備に重点的に取

組みます。 瞳がい者がやりがいを持って働き続けることが、 さらなる雇用を生み出
すことにつながります。

◆個別事業◆

事業番号 なぜまち事業名(所管課) 掻き話製事業内容言語,、

6-3‐1 足立区就労支援ネツ
トワーク

(保健予防課 ･陣がい福祉セ

ンター)

就労移行、就労継続支援A 型、 B型等の区内就労支援機

関のネットワークの機能を強化し、就労支援の方法や情

報の共有を図り、陣がい者の就労支援を強化していく。
※自立支援協議会の部会に位置づける。

6‐3‐2 企業等への支援
(陣がい福社センター)

ハローワークと連携し、 陣がい者の新規雇用や職域拡大

を進めようとする企業の信三 対日談に応じ、 障がいへの

理解や瞳がい者にふさわしい仕事の設定への助言など多

面的に支援する。
6‐3- 3 発臨調瞳幼心者 ･か郊鱗

鱒精錬▲鰄妥
僻ラトワラ 焦
(保健予防課 ･陣がい福社セ

ンター)

福祉事務所、 保健相談センターと連携をとり、 企業、′･

ローワーク、 医療機関、 教育機関など必要な機関とのネ

ットワークを構築し、 就労や就労定着を図る。

6‐3-4 広報活動
(障がい福社課)

あだち広報等を活用し、働く瞳がい者と雇用企業を紹介

し、働く陣がい者に対する区民の理解と協力を深める。
6-3- 5 特例子会社誘致

“章が湖桂酩膿雫保健予腐講

区内に特例子会社の誘致をすすめ、障がい者雇用を企業

に働きかけていく。
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回
バリアフリー社会実現への基盤整備
すべての人が安全、安心、快適に暮らし続けることができるよう、利用しやすい施設

の整備と次代を担う人材の育成により、ユニバーサルデザインの考えに立ったバリアフ

リー化を推進していく必要があります。また、災害発生時に安全に避難でき、.その後も

適切な支援が受けられる体制整備も重要です。

惣籍7 バグアフグー社会発雍への基盤蟹婿
もめ響き導くもめ“総べき説き。《言どぶとたままき燕総猛勇ミ驚き舅かれら婆さき多辯誘導とき.やぶ諸
費ゞヒト課題薙げ;- 舵の腰方総ほ褻鯛の " き畿響きき蛍球凌ぎ導き議そ“獨鱗鬘樹寝穢さ謝辞ぶ-嚇拂増
でもゼミ終いミ滋子#汚す淡々送話電送協 議メミ痔莪ふ鬘キ鬘妖鬘詩込5ぢナ選者好き"

囮施策の方向間

ユニバーサルデザインの考えに立って、 すべての人が安全で快適に暮らし続ける

ことができるよう、 道路、 建築物、 公共交通機関の整備等、 福祉のまちづくりるこ積

極的に取り組みます。 また、 多くの区民と福祉のまちづくりをすすめていくため、
普及啓発活動の機会を増やしていきます。

※ユニバーサルデザインとは、陣がいの有無、年齢、性別、 国籍、個人の能力にかかわらず、 はじめからできるだけ

多くの人が利用可能なよう-こ、利用者本位、 人間本位の考え方に立って快適な環境をデザインすることです。

◆個別事業◆

74 4 普及 ･啓発活動の充実 区民参加のまちづくりをめざし、 広報紙 ･ポスターなどに

鰹がぃ福祉課) よりP R を充実し、 ユニバーサルデザイ ンを促進する。

7-平2 福祉のまちあるき だれにでもやさしいまちづくりをすすめるために、陣がい

(障がい福祉課) 者団体等と協働してまちあるきを実施し、バリアフリー化

を促進する。
7- 1- 3 思いやりのある施設 まちづくり推進条例に基づく ｢公共施設等整備基準｣ ･｢環

づくりの促進 境整備基準｣ により、高齢者 ･陣がい者等に配慮した施設

(住宅 ･都市計画課) づくりを促進する。
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7- 1‐4 歩行者系案内サイン
の整備

(障がい福社課 ･住宅 ･都市

計画課)

だれもが利用しやすい歩行者系案内サインとするため、サ

イン本体の表示形式、形状、地図情報の色彩や移動円滑化

に関する情報に配慮しながら整備していく。

7- f- 5 視覚障がい者誘導ブ
ロック等、 安全で快

適な歩道環境の整備
(陣がい福社課 ･企釀調“軽駐謀り

鉄道駅から公共施設や福祉施設等までを結ぶルートにつ

いて、視覚瞳がい者誘導用ブロックを整備し、歩行空間の

バリアフリー化を図る。

7‐1- 6 高齢者や陣がい者に
やさしい公園の整備

(公園整備課)

｢あだち公園☆いきいきプラン｣ の基本方針 ｢安全、 つか

いやすさをたかめるj に基づき、 ユニバーサルデザインに

配慮しながら、高齢者や車いす利用者にとって利用しやす

い出入口、 トイレ等を整備する。
7- 1‐7 公共的民間建築物の

整備促進
(障がい福社課)

建築関係団体に対し、福祉のまちづくり条例の普及 ･啓発

を図る。また、民間施設の設置者 ･管理者に対して、指導 ･

助言を行う。
7‐1‐8 バス停留所改善整備

の促進,
(交通対策課)

陣がい者等に配慮したバス停留所の施設改善 ･整備を事業

者とともに促進する。

7‐1- 9 駅舎等の利用整備
(障がい福社課)

高齢者や陣がい者等の駅舎利用環境を整備するため、鉄道

事業者や国 ･東京都等の関係機関と協力しながら、駅への

エレベーター設置等によるバリアフリー化を促進する。

74 4 0 高齢者等の外出支援
(交通対策課)

バス路線網を整備し、公共交通空白地域の解消を図ること

により、 陣がい者等の外出支援に努める。

獅第7 ノゞ グアフツーを衾窕窮への基盤整備
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
鰐無謀 望もで“福祉策鸚材瘡ね 聽議糞群箋謡蝨淺窮さ謁歓糞続美麗淺講義蘂寮歎賞耗滋寮ゞ 蕊轆護離籍淺
蟹乾萎蜑襞詫蚕這ぶや秀麗★均整態赴き註さ讓箋終盤曲鞄攣観戦講義熟議きき茎公選き誤認礬鯵翳労蟻考2諄弦椀藻廷甕殴き事錦事態華聾蝉翼坪"総鰈l

薹施策の方向囮

複雑 ･高度化する陣がい福社のニーズに的確に対応できる人材が必要になってい

ます。 実践的で高い専門性を備えた福祉人材を育成するため、 幼年期から高齢期ま

でのライフステージにおいて、福祉意識を高める学習の機会を充実させ、 次代を担

う人材の育成に努めます。
また、 次代の保健福祉を担う専門職員を育成 ･確保するため、

.啓発 ･普及活動に

取り組むとともに、 施設職員等の専門性の向上と多様なサービス供給主体の確保の

ため、積極的に支援策を講じます。
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◆個別事業◆

事業番号 生鮮,.事業名 (所管課) 事業内容き

7‐2 4 陣がい者対応ヘルパ

ーへの教育

(保健予防課)

ヘルパー資格取得者に対し、陣がい者の特性をより一層理解

するためのレベルアップ講座を行う。

7‐2- 2 実習受け入れ施設の確保
(瞳がい福祉課)

福祉教育や体験ボランティアなどを行う隙、実習を受け入れ

る民間の陣がい者施設を確保する。
7‐2- 3 体系的な職員研修体

制の整備
(障がい福社課)

都や関係機関と相互に連携し、体系的な職員研修体制を整備

する。

7- 2- 4 社会福祉法人等への

支援
(障がい福社課)

陣がい者福祉施設などを設置 ･運営している社会福祉法人等

が、専門性を高められるような人材育成支援を“多角的に実

施する。

7‐2- 5 高次脳機能陣がい者
対応ヘルパーの育成

(障がい福社センター)

高次脳機能陣がい者の陣がい特性に対応できるヘルパーを

養成し『生活版ジョブコーチ』 を推進していく。

獲漿 7 バグアフター社会勢甥への基盤密婿

　　　　　　　　　　　　　　　　　
団施策の方向圏

児童から高齢者まで、 区民各層各世代に対して、 社会福祉の理解と参加を促進す

ることを目的に、 ボランティア活動が継続的かつ自主的に展開されるように、 活動

の基盤となる人的 ･物理的諸条件の整備を社会福祉協議会や関係機関とともにすす

めます。

◆個別事業◆

事業番号セすぎ .事業名(所管課瀕さ ･も事業内容

7‐3‐1 ボランティア入門請

座の実施 ･ボランティ

アの育成

(社会福祉協議会)

ボランティア入門講座を実施し、 広くボランティアの心

を育てる。 また、 ボラ ンティア講座やボランティアま

つり等を実施しボランティアの育成をすすめていく。

7- 3- 2 ボランティアまつり

の実施

(社会福祉協議会)

ボランティア相互や陣がい者等との交流を深め、体験学

習の場とするため、 ボランティアまつりを実施する。
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獺鼾7 バグアフツーを会寡翔への基盤整備
話はがず,"きしき診よ護憲嘉さ義認趣き発き-鏡餅きき総※r共益キ裁い熟淺許きとれよさ蕁事態さまざ荒さ拝辞“式辞磁趨き勝野窕営養諾鰹
　　 　 　　　 　　　　　 　　　　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
論諾さ穹$詳報凝導き減耗衰滋毒蛾ミ勲等ミ教義糯詠鴦聯繋鍵盤橇幽さ萎発熱講義燈総轄誘致≦蘂約割当盡総ふ盪き竪篭罷篩艀き殺雙跳義もて繋辞嘴畿講話老

霊施策の方向囮

これまでも障がい者の非常時の対応については、 足立区でも様々な取り組みを行

ってきましたが、 平成 23 年 3月 11 日の大震災により、 実践面での新たな課題が明

らかになってきました。
障がい者への災害に関する情報の正確で迅速な伝達、 また、 避難所等での安定的

な滞在のためのソフト、 ハード両面での支援の拡充をめざします。

◆個別事業◆
きさ げ い きいき"" "

･ しいロ.＼ ‘ゞ ＼ ‘ゞ ′ゞ
≦ 、 ごて、テー~ 、

-＼

7‐4- f 災害時の援助体制の 災害時‘こ特に支援が必要となる陣がい者に対して、災害

整備 時要援護者支援防災行動マニュアルを活用し、生命の安

く災害対策課) 金と陣がいに応じた適切な対応を確保する。また、第二

次避難所の追加指定や備蓄物品の充実による避難所機能

を強化するとともに、陣がい者団体 ･ボランティア団体

等と連携し、災害時の援助体制を整備する。
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7- 3- 3 児童 ･生徒のボラン

テイア活動への支援

(社会福祉協議会)

小 ･中 ･高等学校の児童 ･生徒向けに、 福祉についての

理解や福祉サービスの体験学習を支援する。

7- 3- 4 ボランティア登録の

推進
(社会福祉協議会)

人材の確保とボランティア活動を促進するため、活動情

報の提供 ･コーディネイトの充実等、 ボランティア登録

者の拡大を図る。
7 8 -5 ボランティアリーダ

一の養成と活用
(社会福祉協議会)

ボランティアリーダーを養成し、各種講座等に派遣する

など、積極的な活用を図る。

7- 3【6 ポランティ.ア連合会

への支援
(社会福祉協議会)

ボランティア連合会活動の活性化を図るため、会の運営、
機関紙発行等について支援する。

7- 3- 7 、 精神保健福祉ボラン
テイアの育成 ･支援
(保健予防課･精神庫がい者

自立支援センター)

精神保健福祉ボランティア、 傾聴ボランティア、 ビアカ

ウンセラー等の育成 ･支援を行い、 精神陣がい者の地域

生活支援体制の充実を図る。



7- 4-2 B C P (事業継続計

面) の作成

(障がい福社課)

大規模災害や新型インフルエンザ"流行などの緊急時に

も、陣がい者施設に求められるサービス等の維持継続が

必要になることから、各施設において実効性の高い

B C P (事業継続計画) が策定できるよう支援する。
7‐4‐3 避難支援が必要な災

箸時要援護者の把握
及び避難支援プラン

作成の推進
(災害対策課)

陣がい者本人に避難プラン作成についての了解を得るこ

とを推進し、災害時要援護支援プランを拡充する。また、
民生 ･児童委員の協力を得て 3年ごとに支援プランの更

新をしている。今後もプラン作成件数の増加をめざす。

7-4-4 A -メールへの登録

推進
(陣がい福祉課)

災害発生時に避難勧告などの防災情報をすばやく正確に

入手できるよう、陣がい者の A‐メール登録を各種広報に

より促す。

7‐4‐5 避難所における災害

時要援護者への配慮

の強化

(災害対策課)

陣がい種別ごとにY日々の支援内容も異なるのと同様に、

避難所における対応も多様である。それぞれの陣がい菴種

別の方に適切な対応ができるよう、空間の確保、
.手話通

訳者、 要約筆記者、 ホームヘルパー等の配置に努める。

7-4や 陣がい者用物品供給
の協定締結の推進
(災害対策課)

足立区では低タンパク米等陣がい者用の備蓄をすすめて

いる。 また、 医療用酸素、 ストーマ用具等で、 非常時の

物品供給について協定を結んでいる。今後も各陣がい者

にとって必要不可欠と判断される物品については、 事業

者等と協定を結び、非常時の物品の安定供給に努めてい

く。

7‐4- 7 避難所等での陣がい

者への対応の強化
(災害対策課)

避難所等で、 陣がいのない区民と一緒に滞在する陣がい

者への配慮に関する広報を強化し、 瞳がいの有無にかか

わらず、ともに安定的に避難所等に滞在できる体制をめ

ざす。

殖蟹 7 バグアフグーを会菊野への基盤整備

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
鬮施策の方向圃

選挙は民主主義の根幹をなすものであり、主権者としての意見を政治に反映させ

ることの出来る最大の機会です。 障がいの有無にかかわらず、 すべての有権者が自

分の意思で投票に参加できるようをこするため、 情報提供や投票所の環境整備をすす

めていきます。
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令個別事業今

事業番号 事案名(所管課) 事業内容

7‐5 4 選挙公報の音声版等
の作成

(選挙管理委員会事務局)

区議会議員選挙および区長選挙においては、選挙公報の

音声版を作製するとともに、 選挙公報をホームページへ

掲載し、 選挙人への情報提供を図る。
‐

7‐5- 2 投票所におけるバリ

アフリー化の推進 ･

(選挙管理委員会事務局)

投票所施設において、 建物の改修時に常設スロープの整

備や、 仮設スロープの設置により、 敷地内の導線上の段

差解消に適時対応する。また、期日前投票所及び当日投

票所に、点字版の立候補者氏名等一覧を備え、候補者の

情報提供を図るとともに、 車いす、 文鎮、 拡大鏡、 点字

器等々を準備し、 バリアフリー化を推進する。
7‐5‐3 投票所入場整理券へ

の点字シールの貼付

(選挙管理委員会事務局)

希望者に投票所入場整理券であることが分る点字シール

を封筒へ貼付し、 識別対応を図る。
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i第 4 章 第 3期障がい福祉計画 さ さ、' "
l

1 陣がい福祉計画策定の基本的な考え方

国 ･東京都 ･足立区の陣がい福祉計画策定の考え方は以下のとおりです。

(1) 国の基本方針

① 障害者等の自己決定と自己選択の尊重

② 実施主体の市町村への統一と三障害に係る制度の一元化

③ 地域生活移行や就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備

※国は平成 25年 8月に障害者自立支援法に代わる ｢障害者総合福祉法 (仮称)｣
の策定を準備しています。 ｢障害者総合福祉法 (仮称)｣ が策定された際には、
第 3期瞳がい福社計画の内容を修正するとの方向性が示されています。

(2) 東京都の基本理念

① .障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現。

② 障害者が当たり前に働ける社会の実現。

③ すべての都民がともに暮らす地域社会の実現。

(3) 足立区の基本的考え方

国や東京都の基本方針等を受け、 足立区の基本的考え方は以下のとおりです。

① 陣がいの有無に関わらず、だれもが普通に暮らせる足立区をめざす。

② 陣がい者一人ひとりの個別の状況に対応できるよう、 多様なサービスの

中から自分自身の状況に合ったサービスを選択できる体制をめざす。

③ だれもが、 いつでも必要なサービスを利用できる体制をめざす。

④ 陣がい者の就労等への新たな課題への挑戦を積極的に支援する。

⑤ 必要にして十分なサービス量と同時に、 サービスの質を確保する。
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2 第 3期陣がい福祉計画 事業計画

第 2期陣がい福社計画の実績を踏まえたうえで、 第 3期瞳がい福社計画での各

陣がい福祉サービスの見込み量を設定しました。
瞳がい者の増加により、 ほとんどの福祉サービスについて需要が増加傾向にあ

ります。 その需要に対応していかなければなりません。 居宅系サービスについて

は、 個々のサービスの状況を勘案しながら、 施設系サービスについては、 施設の

定員増や事業者等の動向を勘案しながら計画値を定めました。

※特段の記述が無い場合は、 1カ月あたりの決定者数等を表示しています。

※23年の実績値は、 推計値です。

※生活介護、自立訓練 (機能訓練 ･生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援 (A 型 ･B型)

については、国からの指示に基づき第 3期障がい福社計画から、月間利用者総数 (単位 :

人自分) の計画値を設定しました。

※決定者数とは、 福祉サービスの利用申請後、 区が利用決定をした人数です。 また、 実利

用者数とは、 そのうち実際に福祉サービスを利用した人数です。

(1) 陣がい福社サービス

　　 　　　　 　 　

　
居宅介護 ･重度訪問介護 ･行動援護 ･重度障害者等包括支援等のホームヘルプサー

ビス等を行う事業です。

項目
＼＼＼

年度 第 1期 (実績) 第 2期 (実績) 第 3期 (計画)

m 8 嬢19 H20 = 21:ふし H 22 るH 23- H24 日2球 ゞH26 "

決定者数
(人)

計画 1叢45 1,202 l,262 1,325 1,391 1,461 1,491 1,547 1,602

実績 t 052 1,047 L 023 1,062 11 14 1,303

実利用者数
(人)

計画 計画設定無し 1,022 l,073 1,l27 l,218 1,254 1,290

実績 883 860 840 870 902 1,060 ･

実利用時間
(時間)

計画 38,870 40,841 42,854 44再45 47,077 49,609 50 4 29 54,080 57,733

実績 23,994 32,841 33,576 33,281 36,519 43,472

決定者数、 利用者人数、 実利用時間ともに計画を下回りましたが、 増加を続けてい

ます。 これまでの実績から決定者数は毎年 5% 程度、 実利用者数は 4%程度の微増を見

込みました。 実利用時間は、 一人当たりの利用時間が増えているため lo%程度の増加
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を見込みました。 また、 23 年 10 月から視覚陣がい者の移動支援事業 (地域生活支援

事業) が自立支援給付の同行援護 (居宅系サービス) へ移行し、 300 名程度増加しま
した。 今後もサービス基盤の充実を図ります。

:
-
" '

,▼ ‐ :
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:
･ :: :

こ
:

①生活介護
常に介護を必要としている人に昼間、 入浴、 排泄、食事の介護を行うとともに、創

作的活動または生産活動の機会を提供する事業です。

項目

＼＼＼＼
年度 第l期 (実績) ′ 第2期 (実績) 第 3期 (計画)

H18 H19 H20 H2l H22 H23 H24 H25 H26

決定者数
(人)

計画 148 261 503 654 674 674 1,377 1,427 1,447

実績 l49 252 328 783 1,017 l溝97

実利用者数
(人)

計画 計画設定無し 1,335 1,384 f,403

実績 霰 T
--薊I

-‐--5稠『与る李T
--薊｢荷引

利用総数
‘同/月)

計画 計画設定無し 23,896 24,773 25,l13

23年度末までに旧法による知的陣がい者更生施設が自立支援法に基づく生活介護ま

たは就労継続支援等の介護施設に移行します。 第 2期計画ではその移行分を見込みま

したが、重度の方が増えたため、 生活介護への移行が予想以上に伸びました。 そのた

め 21年度は急増し、第2期では計画を上回りました。
また、 特別支援学校の卒業生など利用希望者が増加しています。.第 3期障がい福社

計画では、 既存施設の定員増や新規施設の開設による利用者増を見込みました。 今後

も施設の充実を図ります。

②自立訓練事業 (機能訓練)

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、 一定期間、身体機能、 生活能力の向

上のために必要な訓練を行う事業です。 そのうち機能訓練は身体障がい者のための機

能の訓練を目的にしたものです。
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項目
＼＼年

度 第 I期 (実績) 第 2期 (実績) 第 3期 (計画)

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

決定者数
(人)

計画 37 42 42 49 52 55 77 79 80

実績 44 47 54 71 69 75

巽利用者数 計画 計画設定無し 61 62 63

(人) 実績 35 r 3 7 42l 58 55 l 6o

利用総数
(回/月)

計画 計画設定無し 378 384 390

足立区では障がい福社センター1 カ所で実施しています。 リハビリの訓練を行う事

業であり、 通過型 (一定期間利用後他の施設に移る) の施設のため大きな変動はあり

ませんが、 急性期の退院後に適所される方も多いため、 病院等との連携が進むこと"こ

より利用が微増することを見込みました。

③自立訓練 (生活訓練)

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、 一定期間、 身体機能、 生活能力の向

上のために必要な訓練を行う事業です。 そのうち生活訓練は知的 ･精神陣がい者のた

めの生活訓練を目的にした事業です。

項目
＼＼＼

年

＼

度 第 1期 (実績) 第 2期 (実績) 第 3期 (計画)

こH18 HIg H20 も H21 H2 2 日23二 H24 , ◆;H 25しゞ ･川2 6

決定者数
(人)

計画 20 26 52 52 52 45 45 45

実績 18 24 42 61 61

実利用者数
(人)

計画 計画設定無し 36 36 36

実績 ｢r
----一行 r

一言f一打
--なすT

----一驚委T
--一言豆

利用総数
(回/月)

計画 計画設定無し 565 565 565

訓練を目的とした通過型の事業のため大きな変動はありません。 21年度に本事業に

移行した施設が、 より重度な障がい者へのニーズに対応するため、 24 年度から ｢生活

介護 =こ事業を変更しました。これにより第3期においては計画値をやや低く設定し、
その後はそれを維持していくことで計画値を設定しました。
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④就労移行支援

一般企業等への就労を希望する方に、 一定期間、 就労に必要な知識及び能力の向上

のために必要な訓練を行う事業です。

項目
＼＼＼

年度 第 "期 (実績) 第 2期 (実績) 第 3期 (計画)

Hl8 - H19な＼ごH20 H21-･ H22 H23 H24 H25 H26ナ

決定者数
(人)

計画 3 70 89 95 l01 109 160 160 170

実績 3 39 92 fo4 121 140

実利用者数
(人)

計画 計画設定無し n 1 118 125

実績 = 28 l 71 79 l 89 103

利用総数
(回/月)

計画 計画設定無し 1,853 1,970 2,087

足立区内には就労移行支援事業所が既に 8カ所あり、 決定者数、 実利用者数ともに

微増しています。 原則 1年間の就労に向けた通過型の事業であるため、 急激な変動は

無く、 実利用者数は引き続き微増を見込みました。

⑤就労継続支援 (A 型)

一般企業での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、 知識及び能力の向上

のために必要な訓練を行う事業です。 A 型は雇用契約に基づく就労継続支援事業です。
区内には福祉施設の中にこのA 型を設置しているところと、 企業が設置しているも

のと 2 つのタイプがあります。

項目
＼＼＼

年度 第 1期 (実績) 第 2期 (実績) ･ 第 3期 (計画)

-H 1 8‐' ,H I9 M 20 H2l H22 H23 H24. H25 ,H26

決定者数
(人)

計画 l2 21 33 45 56 55 ･ 71 76

実績 13 24 27 41 50

実利用者数
(人)

計画 計画設定無し 48 63 67

実績 TT
- -TTT

------･
薊

一一･一言葱T
一一言ラT

.･溺

利用総数
(回/月)

計画 計画肢定無し 936 1,228 れ306

決定者数、実利用者人数は、増加傾向にあります。就労を希望する障がい者は多く、
引き続きA 型事業所の設置を支援していますが、 現在のところ 3カ所あり、 設置を新

たに希望する企業や福祉施設は少ないため、当面大きな増は無く、 第 3期陣がい福社

計画では微増を見込んでいます。
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⑥就労継続支援 (B型)

一般企業での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、 知識及び能力の向上

のために必要な訓練を行う事業です。

項目
＼~三

度 第 1期 (実績) 第2期 (実績) 第 3期 (計画)

H18 H19 H20 川幻 H22 H23 H24 H25 H26

決定者数
(人)

計画 2 33 477 579 681 782 544 624 644

実績 3 43 n 4 389 504 524

実利用者敷
(人)

計画 計画設定無し 533 611 63l

実績
.
可

.一言 -
｢
~-.--薊『警護.

｢
･な館 r

-5T3

利用総数
(回/月)

計画 再:凹廠定窯し 7 8 35 8,920 9,212

陣がい者が作業訓練をする場として重要な事業です。 23年度末までに旧法による知

的障害者更生施設が、自立支援法に基づく就労継続支援または生活介護等の介護施設

に移行します。 第 2期陣がい福社計画では就労継続支援への移行の増加を見込みまし

たが、 重度陣がいを抱える方が増えたことから本事業への移行は伸びず、 生活介護へ

の移行が予想以上に増加する結果となりました。 第 3期障がい福社計画では、 既存施

設の定員増や新規施設の開設などから増加を見込みました。 今後も施設の充実を図り

ます。 ,

⑦旧法施設支援 ･

旧身体障害者通所更生施設、身体障害者達所療護施設、身体障害者適所授産施設、
知的障害者更生施設、知的障害者適所授産施設など、自立支援法以前の支援費制度を

根拠として運営されている施設です。

項目
＼＼＼

年度 第 1期 (実績) 第 2期 (実績)

H18 H 19 H20 H21 H22 H23

決定者数
(人)

計画 552 522 45 30 16 0

実績 547 532 545 56 45 45

旧法施設支援は 23年度末までに新法に移行することになっているため、24年度から

無くなります。
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医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、 介護

及び日常生活の世話を行う事業です。 主に筋ジストロフィーの方などが、 専門病院内

で生活支援を受けるサービスです。

項目
＼＼＼

年度 第 1期 (実績) 第2期 (実績) ･第 3期 (計画)

H18 - Hf9 H20 H21 H22 ~ H23･ H24 H25な 離2 6ゞ

決定者数
(人)

計画 2 6 5 5 5 5 5 5 5

実績 2 2 2 3 4 4

現在この療養介護事業を利用している方は4人です。療養介護対象となる専門病院は

少ないため増加の見込みは無く、第 3期陣がい福社計画では第 2期計画と同数の 5人を

計画値とします。

′ ･f .
::

. ミ ニ 葺 -‐ 至難 . :: 琴 -

ごれまで陣がい児が日常生活における基本動作の指導及び集団生活への適応訓練を

行う事業として ｢児童デイサービス｣ が実施されてきました。 24 年度より~ 特に放課

後や夏休みなどに生活能力向上のための訓練等を継続的に提供し学校教育と相まって

瞳がい児の自立を促進するとともに、 放課後等の居場所作りを推進する事業が ｢放課

後等デイサービス｣ として位置づけられました。

項目
＼＼＼

年度 第 1期 (実績) 第 2期 (実績) 第 3期 (計画)

メ Hl8 Hf9 H20 H2l H 22･ H23 H24 H25 -
-H 26

決定者数
(人)

計画 3 5 5 15 15 15 200 220 240

実績 3 14 53 93 130 l81

実利用者数
ゞ(人)

計画 計画設定無し 10 10 lo 120 132 144

実績 1 l g l 24 39 63 90

実利用回数
(回)

計画 計画設定無し 63 66 80 656 720 786

実績 1 l 48 l l53 234 344 505

19 年度から現在まで児童デイサービスの事業者が徐々に増加し 23年度末には 5カ

所になります。 利用者数も急激に伸び需要も多いことから、 今後も増加が見込まれま

す。 こうした伸びに対応し供給体制の整備が必要です。 24年度以降新規事業所の開設

を見込み、決定者数を毎年度 20人増としました。今後もサービス基盤の充実を図りま

す。
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自宅で介護する方が病気の場合など、 一時的に支援が困難な時に、 短期間、 夜間

の宿泊を伴って入浴、 排泄、 食事の介護等を行う事業です。

項目
＼＼＼

年度 第 1期 (実績) 第 2期 (実績) 第 3期 (計画)

H18 .≧ きH19 H20 H2l H22 H23 H24 H25 H26

実利用者数
(人)

計画 155 , 277 291 307 322 337 232 260 286

実績 130 181 137 155 179 . 206

裏利用回数
(回)

計画 計画設定無し 1,153 も198 1,246 1,856 f,998 2,139

実績 fT猪可部簿F T歪姿? 1,445 1 573 1,715

実利用者数、 実利用回数ともに増加傾向にあります。 アンケートからも需要が多

いことがわかります。 区内では、 新たな事業所の開設予定は無く、 当面これまでの

実績から実利用者数は 15%程度、 実利用回数は、 9% 程度の増加を見込みました。 今

後一層サービス基盤の充実を図ります。

- ‘ - ■ ‐‐
幸- 叢
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陣がい者の地域での居住の場となるグループホームの利用に関する事業です。

項目
＼＼＼

年度 第 l期 (実績) 第 2期 (実績) 第 3期 (計画)

H IB ~ -ゞ H19 H20 H2l H22 H23 H24 日25 H26

決定者数
(人)

計画 237 273 -
306 334 362 389 425 443 462

実績 234 286 329 330 385 404 ･

実利用者数
(人)

計画 硝凹設定無し 386 403 420

実績 297 B 301 l 347 l 367

区内定員数
(人)

計画 計画設定無し 256 276 . 296

実績 二丁三一T
･一二甘 言ぢ･｢

一部可変6

決定者数･実利用者数ともに増加しています。グループホーム等が設置されると、
すぐに定員を満たす状態にあり、 アンケートからも需要が多いことがわかります。
土地の確保などの面から一挙に増設することは難しいため順次増やしていきます。
第3期障がい福社計画では決定者数及び実利用者数は毎年度5% 程度の増加を見込み

ました。

区内の定員数については、引き続き毎年度 20人の定員増を図っていきます。
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施設に入所する陣がい者に、主として夜間において、入浴、排泄及び助言その他の

必要な日常生活上の支援を行う事業です。

項目
＼＼＼

年度 第 1期 (実績) 第 2期 (実績) 第 3期 (計画)

日18 - 日1はき H 20 H21 H22 ~"･ H23 , H24 ･℃ H25 日2 6 .

決定者数
(人)

計画 l3 103 103 250 500 612 673 673 673

実績 11 110 179 242 416 673

実利用者数
(人)

計画 計画設定無し 660 660 660

実績 = = 0 173 ll 239 1 409 l 660

23 年度末までに旧支援費制度に基づく施設は、 自立支援法に基づく新体系施設へ

移行することとされています。 実利用者数は増加しました。 24 年度以降は入所施設

からの地域移行者と新たに施設入所する者が均衡し、 大きな増加は無いと考えます。
国は、 施設入所よりも地域での生活を重視する方向を示しています。 第 3 期陣がい

福社計画では決定者 ･実利用者ともに 23年度実績値を見込みました。

; ■ :: "■ ▼ ,, ,. ;難, 皺 義琶 t

-‐“--"“‐‐“･tt･‘%、 .‘“--- ““-“ - ‐ “ “ ･“ “‘““‐~“ ~‘‐‐ ‘‘‘‐“ -“““ ‐ “ -“‐~-“ ‘- ‐--
陣がい福祉サ｣ ビスを利用する陣がい者の抱える課題の解決や適切なサービス利

用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するための相談支援です。本事

業は、 主に相談の過程で陣がい者の支援計画を作成するものです。

項目き＼
年度 第 1期 (実績) 第 2期 (実績) 第 3期 (計画)

H 18ささ H 博し H20て、 日舞“ ･-H2 2ゞ r なH23 弱24 日2 5ゞ追及
利用者数

(人)

計画 99 円5 l3l 満 54 177 l99 183 498 537

実績 0 0 0 0 l 1

22 年度利用者の実績は 1件でした。 現在の自立支援法では、 対象者が限定されて

いるため、 全国的にも利用が極めて低調でした。 24 年度から法律が改正され、 障が

い福社サービス利用者全員がこの計画相談支援の支援計画作成の対象となるため、
急増を見込んでいます。 26 年までに民間事業所による相談体制を確立することとき

れており、 今後、 事業者の指導 ･育成に努めていきます。 第 3 期障がい福祉計画で

は、 民間事業者による利用者数 (支援計画作成とモニタリング件数) を 537 人とし

ました。
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24 年度から開始される新事業です。 障害者支援施設に入所している瞳がい者や精

神科障がい者や精神科病院に入院している精神陣がい者の地域への移行を進めるた

めの相談事業です。

項目
＼＼＼

年度 第 1期 (実績) 第 2期 (実績) 第 3期 (計画)

H18 'ナH 19 H20 H21 H22 H23 H24 ~H25 せ,日26

地域移行
支援者数

(人)

計画 6 6 6 6 6 6 8 10 12

実績 9 = 4 13 3 6

足立区では、 陣がい者の入所施設から地域移行の取り組みを進めています。 グル

ープホーム等の設置を計画的に進めていきます。 また、 法人の地域移行に関するス

キルも上がってきたため、 第 3期障がい福祉計画では、 微増を見込みます。
※精神陣がい者の地域移行支援の計画値については、 東京都から示された値をもとに算

定することになっていますが、 現時点で示されてないため、 この中間報告には算入し

ていません。

　 　 　
　 　 　 　 　

　 　　 　

24 年度から開始される新事業です。 障害者支援施設に入所している障がい者や精

神科病院に入院している精神樟がい者が地域での一人暮らしに移行する際に、 行わ

れる支援事業です。 (本事業は、 グループホーム等の利用者は含まずそれ以外の居宅

の方が対象です。)

項目
＼＼＼

年度 第 1期 (実績) 第 2期 (実績) 第 3期 (計画)

m Bなん一事き
iH顔一1 H 20 . H21 I H22 l H23 H24 H25 H拗ね

地域移行
支援件数
“㈱

計画 計画設定無し 3 3 3

地域定着支援については、 新たな事業であるため、 当面、 第 3 期障がい福社計画

では毎年度 3人を見込みました。
※精神障がい者の地域移行支援の計画値については、 東京都から示された値をもと

に算定するこ げこなっていますが、 現時点で示されてないため、 この中間報告に

は算入していません。
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(2) 地域生活支援事業

基 - ▼ 理 --
. -- :‐: :: "' -ナニ

. 1 ′･ ー ･ . -- =

　 地域の瞳がい者等の福祉に関する問題について、 陣がい者やその家族からの相談

に応じ、必要な情報の提供を行う事業です。この計画では、 P 64の ｢計画相談支援｣

を行う事業所の箇所数に関する計画です。

項目
＼＼＼

年度 第 1期 (実績) 第 2期 (実績) 第3期 (計画)

Hl8 H19 H20 H21 も H22 H23 H24 ･一件日25 H26

箇所数
(カ所)

計画 3 9 = l2 13 14 25 27 29

実績 3 9 8 8 8 8

｢計画相談支援｣ (64 ページ) 相談利用件数が少なかったので相談事業所の数は増

えず、 21 年度、 22 年度とも計画を達成していません。 24 年度の法律改正によって、

福祉サービス利用者全員が支援計画作成の対象となるため支援計画を作成する事業所

が多く必要になります。26年度までにこうした体制を整備することとされているため、
事業者の育成を進めていきます。 希望する事業所は多く、 ノウハウを身につけるため

に時間を要するため計画的に実施していきます。

国 三 一 講 , l:　 　　 　　　
　

　 　　
　　 　

　 障がいのある方が、安心して暮らせる地域を作るため関係機関の情報の共有~協議

会構成員の資質の向上、社会資源の向上、改善、開発等を検討して、施策提案してい

くことを目的に各自治体に 1カ所設置する協議会です。
足立区では、 既に 21年に協議会を設置しました。 今後は、 陣がい福社に関する地

域の諸課題を検討し、同協議会を通じて区内関係機関･関係者のネットワークを強め、
陣がい者への支援を強化します。
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仁 一
≦ ‐ 露 出 ▼ / 能 - - 朝 . " ‐ 琶

成年後見制度の利用が必要であると認められる重度の知的樟がい者または精神陣

がい者で、 支援を受けなければ利用が困難な方に、 後見人の報酬等、 必要とする経

費について助成をする事業です。
24年の法律改正に伴い地域生活支援事業の必須事業となりました。

項目
＼＼＼

年度 第 1期 (実績) 第2期 (実績) 第 3期 (計画)

川猛毒、 H19 H20 H21 劃22‘ H 23 -‘ H24 H25 川26

決定件数
(件/年)

計画 2 4 6 6 8 10 3 6 7

実績 0 0 0 0 0 1

23 年度にはじめて利用が 1件ありました。 制度が知られていないことから、 P R

に力を入れていきます。 今後、 少数ながら確実に決定件数が増加するものと考えら

れ、 第 3期陣がい福社計画では毎年度 2件の微増を見込みました。

｣ ▼ パ
ーを -

, , ,韮 1 ′ 彗 鰍 ,. :: - 琶

聴覚、 言語機能、 音声機能、 視覚その他の障がいのため、 意思疎通を図ることに

困難な場合に手話通訳者や要約筆記者の派遣を行う事業です。

項目
＼＼＼

年度 第 l期 (実績) 第 2期 (実績) 第 3期 (計画)

m Bこげ H!g H20 H21 = 鬱し :.
-H 23 H24

.H
25｣ 二日26:

手話通訳等の 計画 123 133 143 l57 173 190 203 211 218
利用件数
(件)･ 実績 105 119 164 18l 188 195

区役所に配置

する手話通訳
者数 (人)

計画 計画設定無し 2 2 2 2 2 2

実績 一 l叶 l - 2 2 2

利用件数は増加しており、聴覚障がい者の社会参加が拡大されたと考えられます。
これまでの実績の伸びから、利用件数は毎年度4% 程度伸びることを見込みました。
手話通訳者は、 区役所の庁舎等に定期的に配置する手話通訳者です。 第 3期障がい

福社計画では第 2期陣がい福社計画同様、 引き続き 2 人を配置していきます。
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障がい者の自立した日常生活を支援するための用具を給付する事業です

日常生活用具は、 以下①から⑧です。

①介護 ･訓練支援用具 (特殊寝台 特殊マット等)

項日ゞ
＼
年
＼
度 第 1期 (実績) 第 2期 (実績) 第 3期 (計画)

H18 m g‐ 昭O J H213 H22 H23ゞ 劇24ゞナ ;H 2 5 H26

給付件数
(件/年)

計画 40 45 45 52 60 69 65 65 65

実績 53 63 56 54 62 65

②自立生活支援用具 (入浴補助用具、聴覚陣がい者用屋内信号装置等)

頃目
＼＼＼

年度 第す期 (実績) 第 2期 (実績) 第 3期 (計画)

H18 Hf9 H20 H21 H22 H23 H24 H25 ご日26

給付件数
(件/年)

計画 180 190 200 2lo 220 230 190 200 210

実績 146 223 186 138 177 180

③在宅療養等支援用具 (電気式たん吸引器、盲人体温計等)

項目
＼＼＼

年

＼

度 第 1期 (実績) 第 2期 (実績) 第3期 (計画)

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25二◆ H26

給付件数
(件/年)

計画 80 , 80 80 110 l16 120 100 l00 100

実績 100 -07 1l5 92 96 100
-

④情報 ･意思疎通支援用具 (点字器、人口咽頭等)

項目

＼＼＼
年度

,

第 l期 (実績) 第 2期 (実績) 第3期 (計画)

H 18 ."
.
HI9 H20 ,

H2 1‐＼日22 H23も H24 H25 H26

給付件数
(件/年)

計画 250 250 250 250 250 250 210 220 230

実績 170 180 l30 157 202 210

⑤排泄管理支援用具 (ストーマ装具等)

項目
＼＼＼

年度 第1期 (実績) 第 2期 (実績) 第 3期 (計画)

H18 HI9 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

給付件数
(件)

計画 600 620 640 660 680 700 780 790 800

実績 403 567 745 793 76護 770
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①介護 ･訓練支援用具と③在宅療養等支援用具の給付件数は、年度によって変化

していますが、 大きな増加または減少の傾向は見られません。 このため第 3 期障が

い福社計画では、 23年度実績値と同様の計画値を設定しました。
②自立支援用具と④情報 ･意思疎通支援用具と⑥排泄管理支援用具は、増加傾向

にあります。 第 3期瞳がい福祉計画では毎年度 10 件の増を見込みました。

- “▼ ′‐ -. 記 , :: ; lなさ,

在宅の重度身体陣がい者に対して、 居住する自宅家屋の玄関等、 住宅設備の改善

に要する費用を助成し、 日常生活の利便を図る事業です。

項目
＼＼＼

年度 第 1期 (実績) 第 2期 (実績) 第 3期 は十画)

日茎8 柑9 H20 き-H21 日22‐と H2 3 日24‘、、糾範 H26

給付件数
(件/年)

計画 60 60 60 60 60 60 50 50 50

実績 67 60 2l 43 38 45

年度によって変化がありますが大きな増加または減少の傾向は見られません。 第

3期障がい福社計画では、これまでの実績から第 2期計画より下方修正し60件とし

ました。

毛戴 ▼ ‘
‐窒 - ･

“ 贅 一 期 . 報 琴 券.い
き

一一一

屋外での移動が困難な障がい者等が、社会生活上不可欠な外出、及び余暇活動等の

社会参加のための外出ができるよう、外出のための支援を行い、地域における自立生

活及び社会参加を支援する事業です。

項目
＼＼＼

年度 第 l期 (実績) 第 2期 (実績) 第 3期 (計画)

H21 ･H 2 2 -
一･ H23 日2れ きH25な 珍‐iH李けちH18 H19 日節さ

利用時間数
(時間)

計画 7,866 8,259 8,627 lo,333 = '000 11 500 6 996 6,536 7,075

実績 8,134 9,0 12 9.976 = ,142 12,108 8,725

決定者数
(人)

計画 計画設定無し 1･077 1溝30 l,187 11 69 f,225 1,281

実績 827 977 l 922 l,255 1,434 1,274

本事業は l8 年度から 22 年度まで急速に増加し、 計画の数値を上回りました。 障が

い者の社会参加が確実に広がってきたことを示すものと考えられます。 これまでの美
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績から第 3期の利用時間は、9% の伸び、決定者数は、5% 程度の伸びを見込みました。
(なお、23年 10月より移動支援事業のうち、視覚陣がい者のサービスが同行援護に移

行したので、2 3年度実績は減少します。)

; :ゞ ‐ :: -≦ ▼ -- : :‐ 臼 碧

公共交通機関の利用が困難な障がい者を対象に、適所施設への移動手段である適所

バスを連行する事業です。

項目
＼＼＼

年

＼

度 第 1期 (実績) 第 2期 (実績) 第3期 (計画)

m 8 HIg H20 H21 H22 H23 H 24 H25 H26

実利用者数
(人/日)

計画 400 415 430 445 460 475 550 565 580

実績 295 305 502 540 5-4 535 '

通所施設等を利用する方が増加しており本事業も増加します。 今後引き続き増加

するものと思われます。 第 3期陣がい福祉計画では、 毎年度 16人の増としました。

　 　
　 　　 　　

　 　 　　　 　　　 　

創作的活動または生産活動の機会の提供、 地域との交流等を行う事業です。

項目
＼＼＼

年度 第 1期 (実績) 第 2期 (実績) 第3期 (計画)

H18 H19 H20 H21 H2 2 , H23 H24 H25 H26

箇所数
(カ所)

計画 6 7 7 7 7 8 8 8 8

実績 6 7 7 8 7 7

決定者数
(人)

計画 220 240 250 260 260 270 290 301 313

実績 220 218 230 236 270 270
･

利用者は微増しています。22年度は、希望が増え増加の幅が大きくなりました。第

3 期障がい福社計画では、地域活動支援センター1カ所の増を見込んでいます。また、

決定者数は4% 程度の増加を見込みました。 続き利用者は微増すると考えます。

70



　 　 　 　
　 　 　:･

:
- "

身体障がいの地域生活を支える共同住宅的、 通過型の施設です。 ここでの訓練を

経てグループホーム等に移行します。現在は、区立大谷田福祉ホームの 1カ所です。

項目
＼鰹 第 1期 (実績) 第 2期 (実績) 第3期 (計画)

H18 Hl9 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

箇所数
(カ所)

計画 ･ 1 ･ 1 1 1 1 1

実績 l 1 1

利用者数
(人)

計画

実績

5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5

通過型の施設であり大きな需要の変化は無く、 施設の増減予定も無いのため、“l

き続き 1カ所 5人を計画値とします。

国 を -薹 -
- :　 　　

　
　 　　

入浴が困難な在宅の重度身体障がい者に、 訪問による入浴サービスを提供する事

業です。

＼＼＼寒
項目

第 I期 (実績) 第2期 (実績) 第 3期 (計画) ,

H18 HI9 H20 H21 H22 H23 H鮒 H25 H26

実利用者数
(人)

計画 66 69 71 71 71 72 55 55 55

実績 44 43 49 45 52 55

一定の利用があるものの各年度とも計画を達成していません。 介護保険制度の利

用や陣がい者の居住する住宅のバリアフリー化の推進、 地域活動支援センターでの

入浴も一部で行われているためと考えられます。 これまでの実績から、 第 3 期樟が

い福祉計画では急激な増加は見込まれず、 55件としました。

旨 1 1 一 葵 .･ :班, 鰍 琴

日中監護する方がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な方を施設で保護

し、 家族の就労支援及び家族の支援を図る日帰りのショートステイ事業です。
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項目
＼＼＼

年度 第 l期 (実績) 第2期 (実績) 第3期 は十團)

H18 HI9 H20 H2l H2“2 H23 H24 H25 H26

実利用者数
(人)

計画 22 25 28 31 34 37 46 48 50

実績 30 M 23 29 42 44

第 2期計画では、 利用者数は増加し、 22年度は計画に達しました。 本事業は、 シ

ョートステイを行っている事業所が実施しているため、 事業所数の増を見込めませ

ん。 このため、第 3期陣がい福社計画では、 毎年度 5% 程度の微増を見込みました。

　

　 　　
　
　 　　 　 　

特別支援学校等の小学生から高校生を放課後や長期休暇中、日常的な訓練を行い

ます。 家族の就労支援及び家族の一時的な急速を図ることを目的とする放課後対策

の事業事業です。

項目
＼＼＼

年度 第 1期 (実績) 第2期 (実績) 第 3期 (計画)

H18 Hf9 日20-ト H21 H22 H23 H24 H25 H26

実利用者数
(人)

計画 0 0 30 40 50 60 20 20 20

実績 0 0 l4 18 20 20

第 2 期計画では、 事業所の増加を見込みましたが、 新規開設事業所はありません

でした。 また、現在実施している団体の設備に限りがあるため、 利用者の伸びも見

込めません。 第 3期障がい福社計画では、事業所の増加見込みが無く、 23年度の実

績値と同数の計画とします。

‘ 班 . ::‐醤 -- 劃: 田 ! ~“
:"ゞ＼ゞ " ベ

ア旧法施設 (授産所等)ゞ 時からの制度で、“新体系移行後は就労移行支援または自立

訓練を利用して、利用者負担額の生じない場合に、 訓練のための経費と適所のため

の経費を支給し、社会復帰促進を図る事業です。

薄目

＼＼＼
年
＼
度 第 1期 (字壗) 第 ?期 (窒簔) 第 3期 (計圃)

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H2 4 H25 H26

給付者数
(人)

計画 150 155 155 120 85 50 36 36 36

実績 125 92 80 36 36 36
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21 年度、 22 年度は、 更生訓練費の支給者は 36 人で動きはありませんでした。 就

労移行事業所の増減が無いことから、 大きな変化は無いと考えます。 第 3 期障がい

福社計画では、 23 年の実績値の 36 人としました。

　 　　　　 　 　
　 　 　 　　　 　　 　　

就労移行支援または就労継続支援による訓練を終了し、就職等により自立するこ

とになった際に就職支度金を支給し、 社会復帰の促進を図る事業です。

項目
＼＼＼

年

＼

度 第 1期 (実績) 第2期 (実績) 第3期 (計画)

Hf8 H導き H20 弱幻;、 む日22 ~ H 23‐ごてブギ艘4 日ゞ25 H26

案利用者数
(人/年)

計画

実績

5 f6 20 27 35 42 20 25 30

0 8 20 12 14 15

計画を達成したのは 20年度のみで、その後利用者数は低い水準です。 制度が知ら

れていないことが考えられるため、今後更に周知に努めます。 第 3 期障がい福社計

画では、 毎年度 5 人の微増を見込みました。

一- -圏鬮圏 - - . - -- - - - ‘‐ ‐
･ 三 国 5" :; ;: 畜■

, ;▼ 【 鼾 胃 贓 :" “' 三 前 都 , .: l

　① 自動車運転免許取得費助成事業
自動車運転免許取得に要する教習費用の一部を助成し、 自立活動及び社会参加の

･ 促進を図る事業です。

項目
＼＼＼

年

＼

度 第 1期 (実績) 第 2期 (実績) 第3期 (計画)

きき-m Bき 【亀川9 H20 =21 H22 H23,なこいざH24 :･, :も日25さ絶ち日26室も

実利用者数
(人/年)

計画 ･ 10 10 lo 10 10 10 10 10 1O

実績 3 7 8 6 5 10

② 自動車改造費助成事業
身体障がい者が就労等に伴い、 自動車を取得し改造を行う場合、 操向装置及び駆

動装置の改造に要する費用の一部を助成し、 就労等を支援し、 自立活動及び社会参

加の促進を図る事業です。
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項目
＼＼＼

年度 第 1期 (実績) 第 2期 (実績) 第 3期 (計画)

こH18 キH関ゞ 羽20 H21 H22 H23 日24号手･ ･H 25 H26

実利用者数
(人)

計画 12 12 12 12 12 12 12 12 f2

実績 7 ･ 7 12 ･ 19 4 12

自動車運転免許取得と自動車改造は年度によって変化していますが、 大きな増加

または減少の傾向は見られません。 このため第 3期陣がい福祉計画では、 23 年度実

績値と同様の計画値を設定しました。

　

　 　　
　 　 　　 　

　 　　 　

知的陣がい者を、 一定期間職場において自立更生を図るための生活指導や技能取

得訓練等を行うことによって、 就職に必要な素地を与えるとともに、 雇用の促進と

職場における定着性を高め、知的陣がい者の福祉の向上を図る事業です。

項目
＼＼＼

年度 第す期 (実績) 第 2期 (実績) 第3期 (計画)

=18 m 9 H20 H21 H22 H23 日24寝室翫誰25 ･日26乏

委託数
(件)

計画 2 2 2 2 2 2 2 2 2

実績 2 2 2 2 2 2 ･

18 年度以降、 2 件で変動がありません。 陣がい者への様々な就労支援が行われる

中、 本事業に対する大きな需要の変化は無く、 受け入れ可能な職場も少ないため、
第 3期陣がい福社計画ではこれまでと同数の 2件としました。

(3) その他

■"
¥: ,

1 ≧ ,≦. 口 * g, :: i-
' J▼ -- -

手話技術の指導を行い、 手話通訳者を養成する事業です。 現在、 足立区社会福祉

協議会が運営する総合ボランティアセンターで実施しています。 新たに ｢手話通訳

者｣ として登録する人数に関する計画です。
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項目
＼＼＼

年度 第1期 (実績) 第2期 (実績) 第3期 (計画)

m秘事-"難‐l1‐H20 H21 H22 -H23 H24 H2 5 どこ骸ば･

新規登録
者数(人)

計画 計画設定無し 5 5 5 5 5 5

実績 5 I . 8 l o 4 0 5 ･

年度によって変化していますが、 大きな増加または減少の傾向は見られません。
当面第 3期瞳がい福社計画ではこれまでの計画値と同数の 5人としました。
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3 重点的な取り組み項目について

足立区では第 3期樟がい福社計画の策定にあたって、 国の策定基本指針が示
している 4 つの項目について、東京都の方針に基づき、 区の地域特性や瞳がい

者施策の現状を考慮した、 区独自の目標を設定しました。

,
鮨 誰 韓 淺 ‐ 耆ゾ 頂 . し " ‐‐ :‐

:
. :: - 琶

国は、 瞳がい者の地域での生活を重視し、 ｢福祉施設入所者の地域生活への移行｣

の 18 年度から 26 年度までの累計目標として、 17 年度に施設へ入所された方の 3 割

を上回る努力をするよう示しています。
既に足立区では地域移行の取り組みを実施しています。 累計数は、 18年度から22

年度までで 40 人です。

地域生活への移行には、 居住の場としてのグループホームと移行のための訓練が

不可欠ですが、 グループホームを急激に増やすことは困難です。
第 3 期障がい福社計画では、 社会福祉法人の地域移行に向けたスキルは上がって

きているため J順次計画的な設置を見込み移行者数を微増とします。

地域移行者数と入所者数

項目
＼＼＼＼

年度 第 1期 (実績) 第 2期 (実績) 第 3期 (計画)

m 8 H19 H20 H21 H22 H23 H24 日25も .H26 .
･

移行者数
(人)

計画 6 6 6 6 6 6 8 fo 12

実績 9 11 4 13 3 6

移行者数
累計(人)

計画 6 12 t8 24 30 36 54 64 76

実績 9 20 24 37 40 46

※足立区の 17年度施設入所者数は、 534人

※国の 26年度移行者目標値は、 162人

妻: =≧ 角 , , 黒‐膠 シ ･ 、 為' -- :'
:
. 繋 石 弩

　
福祉施設での各種訓練を経て、 企業等へ一般就労することは重要な課題です。
このため国は、 ｢福祉施設から一般就労へ移行する人数｣ を 26 年度に、 17 年度実

績の 4倍にすることを目標にして努力をするよう示しています。
足立区においても障がい福祉センターの雇用支援室を中心に積極的に取り組んで
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きたところですが、 昨今の不況の影響により就労が厳しい状況です。
一人でも多くの就労をめざすことは重要ですが、 第 3 期陣がい福祉計画では微増

としました。

福祉施設ゐ･らの就職者数

年度 第 1期 (実績) 第 2期 (実績) 第 3期 (計画)

H1 8 .き
%-℃ :“
Hゞ 19 .き

‘: ･･‘~‐‘“-
H 20 げ対さ

-:ミー
M 22

--7 ,↑‘- .
H23 .ゞ H2年ト

年度計画数“" 42 42 42 42 42 42 44 46 48

就職者数(人) 26 32 41 35 27

※足立区の 17年度就職者実績は、 29人

※国の 26年度就職者目標値は、 116人

　
　　　　 　　　　 　

　　 　　
　
　 　　 　 　

　　
　　　 　 　 　 　 　 　　 　　 　 　 　

国は、 就労への移行が重要であるため、 26 年度時点で就労移行支援事業の利用者

数が全通新施設の利用の 2割を上回る努力をするよう示しています。
足立区には、就労移行支援事業所は 8 カ所あり、 利用者数は微増しています。 原

則 1 年間の就労に向けた通過型の事業であるため、 大きな需要の変動は無く、 利用

者数は引き続き微増するものと考えます。
このため、 第 3 期障がい福社計画では、 実態にあわせ 26 年度の目標を 125 人とし

ました。

就労移行の支援事業の利用者数実績と計画

項目
＼＼＼＼

年度 第 1期 (実績) 第 2期 (実績) 第 3期 (計画)

Hl8 H 19 H20 H方稲川増幅舞 踊麹 H24 頻6賞さ窄H 2 G と

就労移行
計画数 計画設定無し 111 l18 125

刹臟 - 28 71 79 89 103

纖麒科臟 (刃 724 824 t 088 1,370 l,750 1,933 2,142 2ず274 2,325

、′gリ 01 3 J 6.5 5.7 5 ,O 5 3 6.1 5.1 5.3

※23年度分は推測値

※適所施設利用者数は (旧法) 適所施設及び新体系日中活動系サービスの合算
　 　　　 　 　
※国の 26年度目標値は、 456人
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:: 誰 ｣ - 酵 '‐蟷‐ ▼ ゞ

▲ ‐ -≦ ‐ ′ =蕁 垂ゾ 鮮 益 .
-･ 菱.

:
. :: ' 背

就労継続支援A 型は、 福祉施設の中でも就労をめざすものとして重要です。 A 型

はB 型と異なり雇用関係に入り、 原則として最低賃金の適用があります。 こうした

ことから国は 26年度の目標として、 A 型事業の割合をA型とB 型の合算の 3割とす

る努力をするように示しています。
しかし、 A 型は、昨今の不況により新たに設置を希望する企業等は少なく、また、

B 型は需要が多く今後も増加すると考えられます。 こうした状況から、当面第 3 期
陣がい福社計画では、 A 型の微増を見込み、 26 年度の目標を 9.5%としました。

就労継続支援A型事業の利用者の割合

項目
＼＼＼＼

年度 第 l期 (実績) 第 2期 (実績) 第 3期 (計画)

H1“8 H19 H20
,

H21 H22 H23 H24 H25 ‐H26.三

A 型利用者数(人) = 22 24 37 44 48 63 67

A型十B型箪蹄唐数(刃 4 48 120 409 533 557 ･ 581 674 698

(A 型十B蕁動 のA 型

利用者の割合(% )
26 22 9 18.3 6 8 6.9 7 8 8 2 9 3 9 .6

※23年度は推計値
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き絆讓讓誣繭禰廓鬮麓廳薹聰騨覆
小項目

決定者数 (単位 :人)

23 年度
実績推測･

1,303

劉年度
-‘

1,491

25 年度-

1,547

26年度き
･-‐･‘-‐‐‘‘

乱602

実利用者数(単位:人) 1,060 1,218 1,254 1,290

実利用時間(単位;時間) 43,472 50.429 54,080 57,733

決定者敷く単位:人) 2,047 2,248 2,406 2,462

実利用者数(単位:人) 1,933 2,f42 2,274 2,325

生活介護

決定者敷く単位:人) 11 97 1,377 1,427 も447

利用者数(単位"人) 1,161 1,335 1,384 1,403

利用総数(単位:回/月) 20,781 23,896 24,773 253 13

自立訓練
(機能訓練)

決定者敷く単位:人) 75 77 79 80

実利用者数(単位で人) 60 61 62 63

利用総数(単位:回/月) 372 378 384 390

自立訓練
(生活訓練)‐

決定者数(単位:人) 61 45 45 45

実利用者数(単位:人) 52 36 36 36

利用総数(単位:回/月) 785 565 565 565

就労移行支援
決定者数(単位:人) 140 150 160 170

裏利用者数(単位:人) 103 111 118 125

利用総数(単位:回/月) 1,720 1,853 t 970 2,087

就労継続支援 (A 型)

決定者敷く単位:人) 50 55 し 71 76

実利用者数(単位:人)
‘ 44 48 63 67

利用総数(単位;回/月) 858 936 1,228 t,306

就労継続支援 (B 型)

決定者敷く単位:人) 524 544 624 644

実利用者数(単位:人) 513 533 61l 631

利用総数(単位:回/月) 7 5 41 7,835 8,920 9,212

1日法施設支援 決定者数(単位;人) 45 0 0 0

準 放課後等デイサービス
(児童デイサービス)

≦ ‐ 療養介護
≦
r

ひに
盈

↑
や
詳専

短期入所
(ショートステイ)

決定者敷く単位:人)

決定者 (単位;人)

実利用者 (単位:人)

4

181

90

6

200

120

5

220

132

5

240

144

実利用回数(単位:回)

実利用者数(単位:人)

実利用回数(単位:回)

505

206

1,715

655

232

1,856

720

260

1,998

786

286

21 39

決定者敷く単位:人) 404 425 443 462

実利用者数(単位:人) 367 386 403 420

区内の定員数(単位:人)

決定者数(単位:人)

236

673

256

673

276

673

296

673

実利用者数(単位:人) 660 660 660 660

礬義嵩 計画相談支援 利用者数(単位:人) 1 183 498 537

芝淺諄露 地域移行支援 地域移行支援者数(単位:人) 6 8 10 12

鞍導引 地域定着支援 地域定着支援件数(単位;{㈱ 3 3 3

1日法施設支援

放課後等デイサービス
(児童デイサービス)

(ショートステイ)

捌轡螺塁簾鰺 実刹i用者数(単位:人) 箱 餓 概 拗
236 256 276 296

施設入所支援(新体系)
決定者数(単位:人) ･ 673 673 673 673

実利用者数(単位:人) 660 660 660 660

計画相談支援 .利用者数(単位:人)
“ 1 183 498 537

地域移行支援 地域移行支援者数(単位:人) 6 8 10 12

地域定着支援 地域定着支援件数(単位;件) 3 3 3
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.
･ ;ボ目 小恒B

23 ヰ笈 24 毎度 25 年度 26年度

地
域
生
活
支
援
事
業

相談支援事業 事業所数(単位;カ所) 8 25 27 29

地域自立支援協議会 協議会敷く単位:協議会数) ｢

成年後見制度利用支援 決定件数(単位"件/年) 3 5 ブ
′

コミュニケーション支援
(手話通訳等の派遣)

手話通訳等の派遣利用件数(単位;体) 195 203 211 218

区街酬壤酷署ふる月輳莪涌調止敵(単位刃 2 2 2 2

介護訓練支援用具 給付件数(単位:件/年) 65 65 65 65

自立生活支援用具 給付件数(単位;件/年) 180 190 200 210

在宅療養等支援用具 給付件数(単位:件/年) l00 100 100 100

情報 ･意思疎通支援用具 給付件数(単位:件/年) 210 210 220 230

排泄管理支援用具 給付件数(単位"件) 770 780 790 800

住宅改修 給付件数(単位:件/年) 45 50 50 50

移動支援事業
(ガイドヘルパーの派遣)

利用時間数(単位;時間) 8,725 5,996 6,536 7,075

決定者数(単位:人) 1,274 1,169 1,225 1,28l

通所パス運行事業 裏利用者数(単位:人/日) 535 550 565 580

地域活動支援センター
箇所敷く単位:カ所) 7 8 8 8

決定者数(単位;人) 270 290 301 313

福祉ホーム事業
箇所数(単位:カ所) 1 1 l f

利用者敷く単位:人) 5 5 5 5

巡回入浴事業 実利用者数(単位:人) 55 55 55 55

日中保護 実利用者数 (単位 :人) 44 46 48 50

タイムケア 実利用者数(単位:人) 20 20 20 20

更生訓練費 給付者数(単位:人) 36 36 36 36

就職支度金 実利用者数(単位:人/年) お 20 25 30

自動車運転免許取得費 実利用者数(単位:人/年) 10 1O ‘o 10

自動車改造費 実利用数(単位:人/年) 12 12 I2 12

職親委託 委託数(単位:人) 2 2 2 2

他 手話通訳者養成研修事業 新規登録者敵(単位:人) 6 5 5 5

;ボ目 小恒B 24 17波 25 年度 26年度

6 5 5 5他 手話通訳者養成研修事業 新規登録者敵(単位:人)
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資料編 足立区第1期･第2期陣がし、者計画実績一覧

小項目 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 23年度見直し時の評価 ･分析

【計画】 1,145 1 202 1.262 1.325 1 391 1.461

【実績】 1,052 1,047 1 023 1.062 1,114

【達成率1 91.9% 87.1% 81.1% 80.2% 80.1
0

テラ
′

ビス決定者数
:人)

【計画1 第2期計画から計上 19 22 1･o73 u 27サ璧務商委驚き疑著寮襄翳難聴晦鍵牝,
【奬絃1 883 860 840 87o go2

計画を下回ったが、 23年度から新たな居宅系サービスとして同‘
援護が加わるため、 300名程度の決定者の増加が想定される。 24

ビス葵利用者数系サービス 【奬絃1 883 860 840 870 902 援護が加わるため、 3oo名程度房総定
▲
者の増加ゐ稲

【達成率】 二 85.ー% 84.1%
年度以降も需要は引き続き微増傾向が続くものと
後とも、サービスの基盤の整備を行う必要がある。

【計画】 38.870 40,84 1 42,854 44 5 45 47,077 49.609

[契絃1 23.994 32.841 33.576 33,281 36.519

【達成率1 61.7% 80.4% 78.3% 74.7% 77.6%

:人)

のと えられる

ビス利用時間

【計画1 7鮒 960 1,203 1.492 1,620 1.728 た。 21年度までは、 ほぼ辯画に近い実績
語
であ

ビ った。 この理由は、ビ
【実績】 鮨能筆守秘 944 1.181 1.472尋ね篤胤8総 ら障害者自立支搬法に基づく施設に移行する際、 日中活動の部分

, N N ←
ゞ
‐学べ-“" ?〆 について、 この適所施設系サービスに計上されたことである。 し

【達成率疵さす雀斑鞠
.

98.3% 98.2%
,射 さ璃醜じ かし、 今後とも利用希望者増が続くと予想され、 適所施設の整備　　　　　　　　
　　　　　

(単位:人)

【計画1

【実績糠 鼬導管 252 328 桝 ~メノウ都を浄く @ " 蓬施設鱗 ほとん瑳が蓋立支
o
援法に基づ芝裁介護施設“移行した

【達成率〕 翻 れ梯 96‐ ㈱ 5‐2%枷総務蘂廓増
そのため生活介溌は18年度より憩増した。璽度 働くい者への対応を
行う事業であり、今後も利用希望者が大きく増加することが見込まれ

【実績】 , 144 236 3o9 762 995 1,161
る。 .

-

【計画】 37 42 42 49 52 55

【蹴 #鰹観じ*澤箋舘義彦巍絲舵靴談義窮蘂 訓家舞で望ま築鰹裁縫蓬縦翁翻す灘馨れ。莪きある毅会議謀
【達成率欄雑載師艦読経箋脚気鴦囃餐轆鱗鱗齋藤を なく、利用希望者は微増で経過するものと考えられる。

【美績】 35 37 42 58 55 60

【計画】 1 20 26 52 52 52

生活介護
(単位:人)

自立訓練(機能訓練)

盤斐鱗)
(磯 (単位:人)

裏利用



資料編 足立区第1期･第2期陣がい者計画実績一覧

きと,蜜き:

,寒
さま≧,
さま築ききき
搬
さ捲き

中項目

自立訓練 (生
活訓練)

小項目

自立訓練(生活訓練)決定者
数
(単位;人)

自立訓練(生活訓練)英利用
者数(単位:人)

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

18 24
れ““- -… ‐ ' 救 " .驫【襄績1 鱗蘂纂錦で l I 42･鸚灘翼讓=

【実績】 1 17 21 33 52 52

【鐵国難淺擬嚢 90‐ ㈱ 2‐ * o‐8%鬘箋癩駿

23年度見直し時の評価 ･分析

本事業も通過型であり、期間を定めて生活面でのトレーニングを行
い、新たな社会参加を目指すものである。24年度に本事業から生活介,
議に移行する予定の施設があり、今後は若干減の見込みである。

就労移行支援

就労移行支援決定者数
(単位:人)

¥んェ移 M ユ -“用者数
(単位:人)
警薑鬮晝55.7%讓壤鑑灘讓鱸箋藁朧蓑

本事業については、足立区内にすでに4ヵ所あり、少しずつ充実して
きている。原則1年の就労に向けての通過型の事業であるため、急激
な変動はなく、利用希望者は微増で経過するものと考えられる。

就労継続支援
(A 型)

就労継続支援(A 型)決定者
数
(単位:人)

27 41警鬮薑庄81 8% 91.1%

雇用契約を結んだ形態での就労継続支援事業である。区内には福
祉施設の中にこのA型を設置しているところと、企業が設置しているも
のと2つのタイプがある。A型事案に適した仕事の確保が課題である
が、今後も利用希望者は少しずつ増加していくと考えられる。 .

数 (単位:人)
ず
玉
ぜ‘
対
話を-

就労継続支援
(B 型)

就労継続支援(B 型)決定者
数
(単位:人)

就労継続支援(B型)実利用者
数 (単位:人)

= 4 389 504壽鬮彊蟯23.9% 67.2% 74.0%

陣がい者の伜三群:寸言暖とLて里妾な事業となっている。23年度ま
でに旧法による適所授産施設のほとんどが自立支援法に基づく就労
継続支援B型施設に移行した。そのため就労継続支援B型は18年度よ
り急増した。ぅ絵も÷;… .ユ合が大きく増加することが見込まれる。

旧法施設支援決定者数
(単位:人)

療養介護決定者数
(単位:人)

: 1月

大項目 中項目 小項目 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 23年度見直し時の評価 ･



資料編 足立区第1期.第2期陣がい者計画実績一覧

幻質剛 中項目 小項目 l1 18年度 1 19年度 I20年度 !21年度 I22年度 l23年度 23年度見直し時の評価 ･分析

放課後等デイサー
ビス
(児童デイサービ
ス)

短期入所
(ショートステ

イ)

共同生活援助 ･介
護 (グループホーム
等)

施設入所支援(新体
系)

放課後等デイサービス決定
者
(単位:人)

放課後等デイサービス葵利
用者
(単位:人)

放課後等デイサ ｣ ビス利用
回数 ,

(単位:回)

.

･

短期入所利用者数
(単位:人)

陥+画1 3 5 5 15 15 15

【実績欄嚢襲薹嚢拜讓嚢榊鱗纖鱸讓饑證
【運成率欄醸受鬘榊簾!榊讓鱸剛騨灘榊
【計画】 第2期計画から計上 10 . 10 10

【実績 瀞 24“讓釀讓鬘鱸聽
【達戒劉 ‐ 廉獺讓讓箋疑薮
【計画】 第2期計画から計上 53 66 80

【実縦 灘 郷 3嚢蝋筵壤壤嚢聽

155 277 291 307 322 337

19年度に区内最初の放課後等デイサービス事業所が開設され、
決定者数、実利用者数、 利用回数ともに次第に増えはじめ、 20年
度以降は急激な伸びを示している。て“略▼来所は更に増加し、
22年度には2カ所、 23年度9月時点で4ヵ所に増えたが、 今後とも
需要は急増してい･〈ものと考えられる。

.

-

^

.

短期入所事案 (ショートステイ) は、 自宅で陣がい者 (児) へ
の支援が一時的に困難な時に、 陣がい者 (児) が宿泊する事業で
ある。利用者数は増加しているが、 計画値には届かなかった。 し
かし利用回数については、 21年度、 22年度計画を上回った。 足立
区陣がい者計画等作成のためのアンケートからも、 需要の多いこ
とが伺われ、 今後も利用者の増加が見込まれる。 今後もサービス
基盤の整備を行う必要がある。

共同生活援助 .介護 (グループホーム等) については、 ほぼ計
画を達成している。 本事藥については、 グループホーム等が設置
されると、すぐに定員を満たす状態である。 また、 足立区陣がい
者計画等作成のためのアンケートからも需要が大きいことがわか
る。 今後もサービス基盤の整備を行う必要がある。

本事業は入所施設における日中活動以外の生活部分に対応する
ものである。 旧支援費制度に基づく施設から、 自立支援法に基づ
く新体系施設施設への移行の最終年となるため、 施設入所支援の
増が見込まれるびその後については、 施設への新入所者と施設か
らの地域移行者が均衡し、 大きな増加はないと考えられる。

轢き麓漆I鬘嶬嚢巍韮醸

【実績1 = 130l 181l 137l 155l 179

【達成四国 = 83･9%1 65･3%l 47･1%l 50･5%- 55-6%

短期入所利用回数
(単位 :回)

共同生活援助 ･介護決定者
数
(単位:人)

施設入所支擬(新体系)決定
者数
(単位:人)

中項目 小項目 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 23年度見直し時の評価 ･分析



資料編 足立区第1期･第2期陣がい奢計画実績一覧
(単位 : T月あたり)

大項目 中項目 ‘
‐

小項目 鷲年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

･

23年度見直し時の評価 .分析

“雌蘂 聯動 99 = 5 131 154 177 1鍵 計画ま達成できなかっねo 本事業は陣がい者の莢擾計画を策定



資料編 足立区第1期･第2期陣がい者計画実績一覧

大頌目5 中項目 小項目 =,18年度 l 19年度 l20年度 l 21年度 l 22年度 l23年度 23年度見直し時の評価 ･分析

地
域
生
活
支
援
事
業

相談支援事案

地域自立支援協議
会

成年後見制度利用
支援

相談支援事案実施事業所数
(単位;カ所)

地域自立支援協議会数
(単位坪牛)

成年後見利用支援件数
(単位:件/年)

〔計画1 3 ‐ ‘ 9 11 T2 13 14

【難朧讓釀灘讓 鰄【達成率榊榊褻蕊讓孃疑 72, 郷 61 * 1郡

【計画1 1 1 . 1 1 1 す

【襄續1讓朧榊讓嶬讓薹嚢藁孃讓
【達鯛榊朧榊藁榊鱗藁廉薹嚢
【計画1 2 4 6 6 8 10

本事案は自立支援給付の ｢相談支擬｣ を行なう事業所の整備事
業であるが、 ｢相談支撰J 自体が増えていないため、 21年度、2 2
年度とも目標を達成していない。 しかし、 今後の法改正によって
利用所数は増加すると考えられる。

区内の関係者により、 陣がい者のよりよい暮らしの実現に向け
て協議するものである。 足立区では21年度に組織を再編した。
今後とも、同協議会をとおして、 区内関係機関 ･関係者のネッ

トワークを強め、 陣がい者への支援を強化していく。

身寄りがない上、 自ら判断が難しく、 成年後見が必要にもかか
わらず、 その利用に結び付きづらい陣がい者をサポートする事業
であり、 21年度、 22年度とも実績はないが、 今後、 少数ながら確

‐
‘

′=-9 るものと考えられる。国民′-
【実績】= ○- 0l ol ol ol
【違彌 ll o.0%l o.0%- ○.0%I Q O%- ○,0%l

コミュニケーシヨ
ン支援

介護訓練支援用具

自立生活支援用具

コミュニケーション支援利
用件数
(単位"件/月)

コミュニケーション支援通
訳者数
(単位:人)

介護訓練支搬用具給付件数
(単位;件/年)

白肯を濫立三 m 員三国 r:こ

【計画】 123 133 143 157 173 190

【実績 脚 猟 9讓鬘躍一難嚢襲胛離讓廃
【達成率 臘 ･榔 95纏壤囃釀朧壤榊囃囃
【計画】 第2期計画から計上 2 2 2

【襲績1 -嚢癩濶騨嚢嚢
【達成率1 ･鱗鰹鱗.朧鱸朧
【計画】 40 45 45 52 60 69

【総 鱗鷺鰯壤穰讓嚢讓簸鱗嶬襲職鱗讓釀

180 190 200 210 220 230

本事業は、聴覚陣がい者への手話通訳者及び要約筆記者の派遣
が主なものであり、 障がい者の社会参加を支援する事業である。
聴覚陣がい者の社会参加の拡大に伴って、 20年度以降計画目標値
を上回った。今後も利用増が見込まれる。 また引き続き手話通訳
者の養成も実施していく。

特殊寝台、特殊マット等の用具である。 各年度とも計画値に到
達しており、 一定の需要がある。

,
.

入浴補助用具、 聴覚陣がい者用屋内信号装置等の用具である。
計画値に到達してし、ない年度が多いが、 急速に変化することな
く、 増減を繰り返している。 今後もこうした傾向で推移するもの
と考えられる。

〔難 1 lI 146I餐灘離奨l 186l 1381 177(単位"件/年)

腿婢 = 釧‐鰭鱗聽瀦 93‐o%l 65‐7%I 80.5%l

地
域
生
活
支
援
事
業

入浴補助用具、 聴覚陣がい者用屋内信号装置等の用具で
十面値に到達してし、ない年度が多いが、 急速に変化するこ
く、 増減を繰り返している。 今後もこうした傾向で推移す(単位

【達成率1 ‐81‐1%脳髄自聽羞へ: 93･o% 65 7 % 8o.粥
と考えられるo



資料編 足立区第1期 ･第2期陣がい者計画実績一覧

大館 I 中項目 小項目 Il 18年度 I 19年度 1 20年度 - 21年度 l 22年度 l 23年度 23年度見直し時の評価 ･分析

地
域
生
活
支
援
事
業

在宅療養等支援用
具

情報 ･意思疎通支
援用具

在宅療養等支援用具給付件
数
(単位:件/年)

情報 ･意思疎通支援用具給
付件数
(単位:件/年)

80 80 80 1参会穣
120

警-讓断丼
“' “' ,

坪 鬘 83
李髪参 加

電気式たん吸引器、 盲人用体温計等の用具である。 21年度、 22
年度とも計画目標値に到達していないが、 急速に変化することな
く、 増減を繰り返している。 今後もこうした傾向で推移するもの
と考えられる。

点字器、 人口喉頭といった用具である。 各年度とも計画値に到
達していないが、 急速に変化することなく、 増減している。 今後
もこうした傾向で推移するものと考えられる。

【実績1 = T70I 180l 130l 157l 202

【達成率】ll 68.0%l 72.0%I 52.0%l 62.8%l 80.8%l

排泄管理支搬用具

住宅改修

移動支援事案(ガイ
ドヘルパーの派遣)

通所バス連行事案

排泄管理支援用具給付件数
(単位雌牛)

住宅改修給付件数
(単位 :件/年)

移動支援事業利用時間数
(単位:時間/月)

移動支援事業決定者数
(単位:人/月)

適所バス連行事業利用者数
(単位:人/日)

【計画1 I1 600l 6201 640l 660l 6801 700

排泄管理支援用具とはストマ装具等を指す。 年度により、 若干
簔續数に変動はあるが、 直腸機能障がい者等の増加により、 利用
者は増えると考えられる。

21年度が60件の目標に対して43件 (71 6%) 、 22年度が60件の
目標に対して38件 (63.3%) となっており、 今後も大きな変化は
ないものと考えられる。

移動支援事案については、 18年度以降22年度まで計画を上回っ
ている。 この移動支綴事業は、 陣がい者 (児) の外出を支援する
ものであり、 社会活動が確実に広がつてきたと考えられる。 今後
も引き続き急速な増加が見込まれ、 サ - ビス提供基盤の整備が必
要である。 (なお、 23年10月より移動支援事業のうち、 視覚陣が
い者の部分が居宅系サービスである同行援護に移行する。 移動支
援事業の計画に反映させる必要がある。 )

本事業は通所バスにより、 区内の適所施設への送迎を行う事業
である。 22年度実績が21年度奨緒と比較して若干減となっている
が、 今後の重度陣がし、者の施設利用が増加することを考えると~
増加傾向が続くものと考えられる。 重度陣がい者には重要な移動
手段であり、 適所施設を運営する社会福祉法人等とも相談しつ
つ、 安定した運行を維持していく。

【葵細 桝 剛鱗灘灘鱗穢嚢薹糞
餓率瀰 ･滯 L癪讓嫌讓離薹獺薹
【計画】 60 60 60 60 60 60

【実績 瀰 慈鱗嚢 21 ℃ ㈱ 8
〔達成率 臟 ,解騨榊 35, 鮒 1･ 螂 3･3%

【計画】 7,866 8,259 8,627 10,333 11,000 11,500

【実績欄讓讓嚢讓癈讓釀讓瀕鬘麓讓榊釀
〔達成率1嶬嚢鱸嶬 讓讓の鬘鱸癈讓朧
【計画1 第2期計画から計上 1,077 1,130 1 187

【実績 腋 7 前 靴鐇讓讓癈讓轆褻
【連成率1 “讓灘麓麓藁
【計画】 400 415 . 430 445 460 ‐ 475

【奬績 滕 5“ 鈎5鱗鰯灘讓灘廉

讓麓l鱗醸癩壤嚢



資料編 足立区第1期･第2期陣がい者計画実績一覧

大項目l 中項目 小項目 = 18年度 軒9年度 I20年度 l 21年度 l 22年度 1 23年度 23年度見直し時の評価 ･分析

地
域
生
活
支
援
事
業

地域活動支援セン
夕 -

.

福祉ホーム事案

巡回入浴事業

地域活動支援センター箇所
数
(単位:カ所)

地域活動支援センター決定
者数
(単位;人)

福祉ホーム事業箇所数
(単位:カ所)

福祉ホーム事業利用者数
(単位:人)

【計画】 6 7 7 7 7 8

【実績欄讓軽購蝋讓襲讓薹鱗･鬘嚢
繊弱讓囃鬘榊顱嚢:讓螂淺我捌皺讓讓讓讓
〔計画】 220 240 250 250 260 270

鱒1嚢廉 芻 剱 鸚鱸朧籤
【達成率潮騨廉嚢 90, 総 2, ㈱ 4,4%騨嚢讓

【計画】 1 1 1 1 1 l

【緘麓孃錢廉麓溌廉壤襲霧獺誕嫌讓養護鱗菱蘂鞭
【達成率1鱗嚢鱸鱸嚢鱗鱗溌醸孃讓壤蠣藁鬮嚢
【計画1 5 5 5 5 5 5

【葵細 灘鱗榊.釀鬘醸嶬灘讓鬘讓廉讓淺壽; ‘
臆麟1讓螂轉剛讓獺榊圓朧廉嬢議讓朧
【計画】 66 69 71 71 71 ･ 72

本事葉では、 地域活動支援センターに陣がい者が週2 ~ 3日通所
し、 趣味やものづくりの活動をとおして、 陣がし、者の社会参加を
図っている。 週2 ~ 3日の適所のため、 一部の陣がい者には通いや
すい面もあり、引き続き利用希望者は微増が続くと考えられる。

現在、 大谷田福祉ホーム1カ所である。 福祉ホームは身体障が
い者のための共同住宅的施設であるが、 グループホームやケア
ホームの利用希望が増えてきているため、 今後も需要の増加はな
いと考えられる。

各年度とも計画目標値に到達していない。今後も大きな変化は
なく、 過去数年の傾向で推移するものと考えられる。(単位:人) 【実績1 = “l 431 49I 451 52

【違成川l 66,7%l 燃%! 69,0増 鎚4%l 73.2%

日中保護

タイムケア

日中保護事業利用者数
(単位:人/月)

タイムケア事業利用者敷
く単位:人)

22

娑琵多8
31 34 37

剛岬輻晝臨 0% 肌 % 鯰5%.鱗騨醸

日中保護は日帰りのショートステイである。 本事業は19 ~ 21年
度は計画目標値に到達しなかったが、 22年度は計画目標値に到達
した。今後も急激な増加はなく推移するものと考えられる。

タイムケアとは陣がし、児を対象とした放課後対策の事業である。本事
案については、実施している団体が利用できる場所に限りがあり計画
値を遂成していない。今後急激な増減はなく推移すると考えられる。

【実績1 11 0l 01 14l 18l 20

【達成率】l1 1 - 46.7%I 45.0%l 40.0%l



資料編 足立区第1 期 第2期陣がい者計画実績一覧

大項目l 中項目 小項目 = 18年度 事 9年度 I20年度 l21年度 l22年度 23年度 23年度見直し時の評価 ･分析

地
域
生
活
支
援
事
業

･
そ訃≦
の -

他

更生訓練費 更生訓練費給付者数
(単位:人)

掛画】= 蹴l 叫 筋I 岬 85 50
更生訓練費とは、 鏡方移り入皸挙国““…‐を利用している者で

施設の利用負担が生じていない者を対象として訓練経費を支給す
るものである。 21年度、 22年度は、 重牛ナ “曲 ^ ‐ :‘-′'^^二で
動きはなかった。

【実績1 lI 125l 92- 80I 36l 36

【達成率1 = 83.3%l 59.4%I 51･6%I 30.0%l 42.4%

就職支度金

自動車運転免許取
得費

就職支度金利用者数
(単位:人/年)

【計画】 = 5l 16l 20I “I 35 42
本事業は就労移行支援等の訓練を終了し就職する陣がい者に支

給されるものである。 計画値に到達したのは、 20年度のみで、 そ
の後の利用者は低い水準である。 障がい者の就労は大きな目標で
あり、 今後の利用者数の増加をめざしていく。

各年度とも計画目標値に到達していない。 利用者はT桁台で推
移しているが、 自動車は障がい者の社会参加に欠かせないもので
あり、 今後もこれまでの計画目標値を維持する。

12 14

鰹甘纏畳叢o, 邨 o.o%釀讓鬘 鵯 雛 0･0%

10 10 10 ･ 10 10 10
自動車運転免許取得費利用
者数
(単位:年)

【難】ll 3l 7- 8l 6I 5

【達成率1 l- 30.0%l 70.0%l 80.0%l 60.0%l 60.0%

自動車改造費

蹴観委託

手話通訳者養成研
修事案

自動車改造費利用者数
(単位:人/年)

職親委託人数
(単位"人)

新規登録者数
(単位:人)

【計画】 12 12 12 12 12

雀･ ' ｢総裁議讓誤弩淺蹄麓鱗鱗 メ
枳｣ ′ 優蹄裟鯛鱗雙離れ灘盤観戦鮭 ▼

【達成率 騰 ･ * 8,嶺灘醸鬘讓讓鱗孃 33,3%

【計画】 2 2 2 2 2

〆盆･ 謙 一 ,ミール(‘･
箱･ 翻鰹議寵講義湖焚簑翳韓奪
椒J さ誠鰐認樅廃りきf“修繕総裁【実績1讓鬘淺皺ま“夢雑･蘂麓讓醸鱗建議鱸鬘淺嚢蘂灘讓

【運成率1薹醸讓釀癈釀鱗麹鷲麓醸蝋嚢翻藁讓
【計画】 第2期計画から計上 5 5

12

-

2

5

20 ･21年度は、 計画目標値に到達したが、 22年度は12人分の計
画数に対して4人の利用となった。 自動車は陣がい者の社会参加
に欠かせないものであり、 今後もこれまでの計画目標値を維持す
る。 “.

知的陣がい者に対して一定期間職場で技能取得訓練や生活指導
を行うものである。 陣がい者への様々な就労支援が準備される
中、 小規模企業で事業主から直接的な支援を受ける本事案につい
ては、 今後も縣要の変化はない。

. ･

18年度より r手話通訳者｣ として新たに登録した人数である。
実績の増減あるものの、 今後も5人程度の計画目標値を維持す
る。

【実績】 = 5l 81 0I 4r o

【達成翠川I ー l ー 1 ー 1 80.0%I Q O%

大項目 中項目 小項目 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 23年度見直し時の評価 ･分析



資料 2

平平成 2 3年度 第 3回 介護保険 ･陣がい福祉専門部会 資料

平成 2 3 年 1 2 月 1 5 日

件 名 第 5期介護保険料に関する国等から新たに示された事項について

所管部課 福祉部 介護保険課

内 容

第 5 期介護保険料の算定にあたって、 国および東京都等から新たに示された
事項があるので、 下記のとおり報告する。

1 現時点で明らかになった事項

(1 ) 国から示された事項

ア 調整交付金算定の基礎となる係数

イ 特例第3段階の標準保険料率

(2 ) 都から示された事項

ア 財政安定化基金の交付額 ･

(3 ) 東京都国民健康保険連合会から示された事項

ア 審査支払手数料の単価変更

.
･

2 介護報酬改定後の保険料試算 (シミュレーション)

※ いずれも詳細は別紙のとおり



第 5期介護保険料基準額の設定 (検討資料)

現時点で明らかになった事項

の 国から示された事項

ア 調整交付金算定の基礎となる係数 4 .3 6

(2) 都から示された事項

ア 財政安定化基金の交付額 匡腋圃 (ただし平成 24年度に全額算入する必要があるo)

(3) 国保連から示された事項

ア 審査支払手数料の単価変更 図顫司 (実質的な保険料への影響はないo)

2 介護報酬改定後の保険料試算 (シミュレーション)

･ 報酬改定なし 報酬改定 2 % 報酬改定 3 % 報酬改定 5 %

A 第 5期に必要な保険給付費 乱332億円 1,359 億円 1,372 億円 1,399 億円

B 第一号被保険者が負担すべき費用 (A x o.2l64) 288 億円 294 億円 297 億円 303 億円

C 介護給付準備基金および財政安定化基金取崩し分を算入

( B - 9 億 )

279 億円 285 億円 288 億円 294 億円

D 収納率 (96.5 % ) の影響 (C / 0.965) 289億円 295億円 298億円 305億円
E 第一号被保険者 (43万 9千人) - 人当たりの年負担額

(D /439 000)

65.880 円 67 3 20 円 68,040 円 69,480 円

F 第一号被保険者の保険料 (月額) (E / 12 ヶ月) 5 ,490 円 5 610円 5,670 円 57 90円F 第一号被保険者の保険料 (月額) (E / 12 ヶ月) 5,490 円 5 610 円 5,670 円 5 7 90円



I資料 2 ー 2 ｣
平成 23 年 12 月 15 日

介護保険 ･陣がい福祉専門部会資料

特例第 3段階の設定 (説明資料)

1 第 5期における特例第 3段階の保険料率

段 階 保険料率

第 3段階 本人及び世帯員全員が区民税非課税 0.75

特例第 3段階 本人及び世帯員全員が区民税非課税で課税年金収入額と

合計所得金額の合計が 120万円以下

0 .6 5

第 2段階 本人及び世帯員全員が区民税非課税で、 本人の課税年金

収入額と合計所得金額の合計が 80万円以下

0.5 8

2 保険料率の比較表

第 4期 第 5期 標準保険料率 (国)

保険料率 差･ ･
保険料率 差 保険料率 差

第 3段階 0 .7 5

0 1 4

第 3段階 0 .7 5

} m o

ね

第 3段階 0 ･ 7 5

} m 25

ね,

特例第 3

段階
0 ･65

特例第 3

段階
0 .625

第 2段階 0. 61 第 2段階 0.58 第2段階 0.50



第4期保険料負担段階 第5期保険料負担段階 I資料2 ー3 -
段 . 階

保険料率
被保険者数
(3年間)

第12段階 本人が区民税課税で本人の合計所得金額が 1 7 8 0 0 u
万円以上

:;“2 ･7 0
、、さも:- :“コメ:
3 2 6 3人

第1“1,段階
本人が区民税課税で本人の合計所得金額が-1 , 2 0 0 .;

万円以土＼
2ふ3 0‐'

すみまきを上
物ナチ592大

第10段階 本人が区民税課税で本人の合計所得金額が 8 0 0 万円
以上

2‐0 0

4 , 2 5 3人

第 9 段階 本人が区民税課税で本人の合計所得金額が 6 0 0 万円
以上 .

1.8 0

4,349人

第8段階 本人が区民税課税で本人の合計所得金額が4 0 0 万円
以上

1.4 9

10,375人

第 7 段階 本人が区民税課税で本人の合計所得金額が 2 0 0 万円
以上

.

1 .4 5

4仏 879人

第 6段階 本人が区民税課税で本人の合計所得金額が 1 2 5 万円
以上

1.2 1

51,834人

第 5 段階 本人が区民税課税で本人の合計所得金額が 1 2 5 万円
未満

L 08

53,742人

第4段階 本人が区民税非課税 (世帯に区民税課税者がいる場へ
合) .

1･0 0

4 0,4 10人

特例
第 4 段階

本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が 8 0 万円以
下

0‐8 7

69,999人

第3段階 本人及び世帯全員が区民税非課税
0 .7 5

2 ,8 74 人

“特例
第3段階

本人及び世帯全員が区民税非課税で本人の課税年金収
入額と合計所得金額の合計が1 2 0 万円以下

こぎ…0"65
がノ≧%;≦

60,600人

第2 段階 本人及び世帯全員が区民税非課税で＼本人の課税年金
収入額と合計所得金額の合計が8 0万円以下超そ

0二58

82リ4 99汰

第 1段階 生活保護受給者または、 老齢福祉年金受給者で区民税
世帯非課税

0 .4 9

3 1,725人

新設

. 段 階
.

保険料率

･

第10段階
本人が区民税課税で本人の合剤!ノー得塗額が 8 0 0 万円

以上
2 .0 0

第 9 段階 本人が区民税課税で本人の合計所得金額が 6 0 0 万円
以上

1‐8 0

第8段階 本人が区民税課税で本人の合計所得金額が4 0 0 万円
以上

T-4 9

第 7段階 本人が区民税課税で本人の合計所得金額が 2 0 0 万円
以上

1.4 5

第 6 段階 本人が区民税課税で本人の合計所得金額が 1 2 5 万円
以上

1.2 1

第 5 段階 本人が区民税課税で本人の合計“靴得金額が 1 2 5 万円
未満

1.0 8

第4段階 本人が区民税非課税 (世帯に区民税課税者がいる場
合)

1･0 0

特例
第 4 段階

今 人刀1箆以〉㈲兀ヲFA禾企児 、赳一例船刊｣ 込跡□布況謙視伯 " A V、ゐ %勿一目-′

で本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が 8 0 万
円以下

0 .8 7

第 3 段階 本人及び世帯全員が区民税非課税 0 .7 5

第 2段階 本人及び世帯全員が区民税非課税で、本人の課税年金
収入額と合計所得金額の合計が8 0 万円以下

0 .6 1

第 1段階 生活保護受給者または、 老齢福祉年金受給者で区民税
世帯非課税

0‐4 9

新設

め



資料 3

平成 2 3年度 第 3回 介護保険 ･障がい福祉専門部会 資料

平成 2 3 年 1 2月 1 5 日

件 名 足立区高齢者保健福祉計画 ,介護保険事業計画の公聴会等の結果につ
いて

所 管部課 福祉部 高齢サービス課 ･介護保険課

内 容

高齢者保健福祉計画 ･介護保険事業計画(中間報告)公聴会等の実施結果につ
いて、 下記のとおり報告する。

記
1 公聴会実施結果

′
‐ ･ ･

(1 ) 日程･参加者 合計 6 9 人
開催日 曜日 時間 会 場 参加者

1 1 月 1 6 日 水 午後 7 時 ~ 9 時 学びビア 3 人
1 1 月 1 7 日 木 午後 7 時 ~ 9 時 竹の塚地域学習センター 1 8 人
1 1 月 1 8 日 金 午後 7 時 ~ 9 時 鹿浜地域学習センター 1 5 人
1 1 月 1 9 日 土 午後 2 時 ~ 4 時 梅田地域学習センター

, 8 人
1 1月 2 1 日 月 午後 7 時 ~ 9 時 保塚地域学習センター 1 3 人
1 1 月 2 2 日 火 午後 7 時 ~ 9 時 綾瀬ブルミエ 1 2 人

(2 ) 主な意見 ･要望等
ア 介護保険料を値上げしないで欲しい。
イ 国は介護保険の負担割合を減らしてきているので、 もっと負担するよう

要望して欲しい。
ウ 特養待機者が入所できるよう#こ施設を整備して欲しい。
エ 介護の質を高めるため、 職員の研修を強化して欲しい。
オ 公聴会は昼間の開催を増やして欲しい。

2 町会 ･自治会への説明会実施について ･

町会 ･自治会に対し、 6 か所で説明会を実施した。

※説明内容等
1 高齢者保健福祉計画 ,介護イネ球事業。i画く中間報告)
2 パブリックコメントの案内

3 その他の匙 ｢ 二瓶席全般



1 l ,資料 4

平成 2 3 年度 第 3回 介護保険 ･障がい福祉専門部会 資料

平成 2 3 年 1 2月 1 5 日

件 名 平成 2 3 年度 足立区介護保険事業実施状況 (上半期) について

所管 部課 福祉部 介護保険課

内 容

平成 2 3 年度上半期における足立区介護保険事業実施状況 (速報値) につし

て別紙のとおり報告する。

参考 "前年度上半勢 (9月末現在) との比較一覧
2 3年度 2 2 年度 前年度比

第一号被保険者数 1 4 7 , 2 2 2 人 1 4 5 , 4 8 8 人 1 0 1 , 2 %

内
訳

前期高齢者 8 1 , 8 7 2 人 8 4 , 0 2 3 人 9 7 . 4 %

後期高齢者 6 5 , 3 5 0 人 6 1 , 4 1 5 人 1 0 6 . 4 %

要介護認定者数 2 5 , 2 4 6 人 2 4 , 0 7 8 人 1 0 4 . 9 %

介護 サー ビス受
給者数

2 0 , 3 1 6 人 1 9 , 3 7 1 人 1 0 4 , 9 %

内
訳

在宅サ‐ビス 1 7 , 2 0 5 人 1 6 , 3 4 1 人 1 0 5 . 3 %

施設サ-ビス 3 , 1 1 1 人 3 , 0 3 0 人 1 0 2 . 7 %

保険給付費
千円

1 8 , 1 0 9 , 0 4 1

千円
1 7 , 2 3 1 , 8 9 1 1 0 5 . 1 %

.

、

.

.

,

-

.

･



平成2 3年度上半期 足立区介護保険事業実施状況(速報値)-資料4‐1 l

(数値は、特に記載のないものは平成23年9月30日現在)

1,保険料賦課状況

① 第1号被保険者数(9月末現在) (人) ② 第

年齢区分 A 23年度上半期 B22年度上半期 増減数 Hi'+歩と

(A/B)

籍鱒以上7K歳柔満 8真872 84 D 73 - 2 ,20 1 97%

76歩以上 A汽 q Rn 6 1。4 1円 3 ,9 36 1 h R叱

(再掲)外国人 1,45 8 1,420 38 103%

‘学費方 … ? " “
'
40 6

'
‘"◇ 25 1hぬ叱

計 147クリリ 14甑488 L 734 101%

状況1号被保険者数の保険料段階別
所得段階 人数 . 割合

第1段階 lo ,16 1 6 ,9%

第2段階 27 ,147 18 .4%

第3段階 2L 291 14 .5%

特例第4段確 22,553 15 ,3%

第4段階 13,1 12 8 9%

第6段階 17,0 6 1 1 1.6%

第6段階 15,9 79 10 .8%

第7段階 13,337 9 .1%

第8段階 2,8 23 1.9%

第9段階 1,172 0 .8%

第10段階 2,586 1.8%

147 ,222 10 0 .0%

※｢住所地特例｣とは、施設入所者が施設所在地に住民登録を異動し 6 17

ても、異動前の区市町村が保険者となる仕組みである。 第6段階 15

2 .認定状況

① 認定者数(25,246人)の要介護度別状況

‘

第1号樛保険者 第2号被
保険者
(40 ~ 64
歳)

合 計 構成比前期高齢者

く項 ~ 74歳)

後期高齢者

(｢ 無 Qf l也

要支援1 6 39 2 ,364 69 3 .072 I2.2%

要支援2 759 2 ,574 98 3 ,43 1 13.6%

要介護I 595 2、724 84 3 ,40 3 13 ,5%

要介護2 994 3 ,9 11 180 5 ,08 5 20 1 %

要介護3 6 28 2 .940 122 3 ,69 0 14 .6%

要介護4 54 1 2 ,632 122 3 ,295 13.0%

要介護n 62 1 2 ,6 10 139 3 2 70 13.0%

計 4 ,677 19 ,765 814 25 ,24 6 100 ･0%

構成比 l8 .5% 78 .3% 3 .296 10 0 ･0%
/ /

… "★対前午煙滅 / / / /
/ / / / / // / / /

人 数 構成比

夢古擾静 2 ,760 11,5%

要支援2 3 ,4 23 14 .2%

要介護1 3 ,134 13.0%

要介羅り 4 696 19 .6%

要介護3 3 ,7 22 15 .4%

要介護4 3 2 71 13 .6%

夢介護5 3 ,072 12 .8%

計 24 ,078 10 0 ･0%

3 保険給付状況

① 介護サービス受給者数の推移
(人)

各月末＼受給者数 受給者数
在 宅ー施 設

21年3月 17 ,965 15 ,085 2 ,880

21年9月 18 ,527 15,59 5 2,9 32

22年3月 18 ,69 5 15 ,688 3 ,007

22年9月 19 ,37 1 16 ,34 1 3 ,0 30

23年3月 19 ,8 2 1 16 ,79 l 3 ,0 30

23年9月 20 ,3 16 17,2 05 3 ,1l1

※在宅受給者数は、償還払(福祉用具購入、住宅改修)のみの受給者は含まない。



平成23年度上半期 足立区介護保険事業実施状況(速報値)

② 介護サービス別保険給付費

サービス名
23年度上半期給付費(9月末) 22年度上半期

給付費(参考)
介護給付 予防給付 合計

訪問介護
垂土田 入浴

訪問看護
居 訪問リハビリ

涌所介護
通所リハビリ

福祉用具貸与
短期入所生活介護

宅 短期入所療菴介護(老健)
短期入所療養介護(療港型)

居宅療養管理指導
晢忍衞症対応型共同生活介護
“‐ '‐=廿入居者 生活介 護がJ A十

認知症対応型通所介護
居宅介護女樗
夜間対応型訪問介護
小規模多機能型居宅介護

計

2,580 ,898 255,627 2,836,525
- 2,736 )193

垂土田 入浴 ?6気l57 968 りR在 1の汽 25 6 255

訪問看護 292 ,575 15,167 307 ,742 299,610

訪問リハビリ 106,464 7,298 113 ,762 95,225

涌所介護 2,170 ,679 276,456 2,447 ,135 2 3139 ,787

通所リハビリ 803,356 55,745 859 ,10 1 824 ,232

福祉用具貸与 592,11l 23,038 615 ,149 572 ,478

短期入所生活介護 495 ,433 3,537 498 )970 49 1,998

短期入所療菴介護(老健) 96 ,044 362 96 '406 l00′728

短期入所療養介護(療港型) 正7,丑 7 39 1 7,156 19 ,311

居宅療養管理指導 255 ,85 1 13,0 19 268 ,870 249 ,603

晢忍衞症対応型共同生活介護 689 ,177 2月 689 ,202 66R 6R 7

釣片 '‐=廿入居者生活介護 9 34ぷきつ 上213 ,692 1,164 0 62

認知症対応型通所介護 32上497 1,129 322,626 324 ,512

居宅介護女樗 999 ,232 96 ,9 u L O96 ,143 1,029 ,37 1

夜間対応型訪問介護 9 ,179 -

'

9 ,179 9 ,49 1

J･規模多機能型居宅介護 14 1,167 783 14 L 950 12 1,584

11,083,02711.0 13,020 784,7 13 1l,797,733

施 I特別養護老人ホーム
老人保鼾協議

設 療審理挨瘤施設
計

2,848 ,76 5 2 ,848 ,765 2,729 ,8 10

老人保好協議 L A R R 634 上65 5 624 上66銭996

療審理挨瘤施
' ‘‐′ 〉▲

6 4 R R Q 4
･ 646 ,534

′一二ご｣---
685,420

5,150 ,933 0 5,150,933 5,076,226

償 福祉用具購入
還 住宅改修
払 計

30 ,209 7 ,9 14 38 ,123 35 ,694

住宅改修 5 1,50 5 29 2 39 80 ,744 73、089

8 1,714 37.153 118,867 l08,783

高額介護サービス費(公費) 99 ,107 99 ,107 95,oo l

高額介護サービス費(区支払分) 258 ,020 258 ,020 245、312

療合算介護リ‐ビン、費 89に0 4 9 K R 4 5九135

特定入所者介護サービス費 563 ,898 563 ,898 543 ,326

審杏支払手数料 26 ,227 4 ,672 30 ,899 29 ,08 1

そ の 他 0 0

総 計 17.282,50 3 826,538 18.109.04 1 17,23 1 891

③ 利用者負担額減額状況

346 1

54 3 l0 830

1 4 l38

※第2段階は住民税非課税世帯で、合計所得金額十課税年金収入が80万円以下



資料 5

平成 2 3年度 第 3回 介護保険 ･瞳がい福祉専門部会 資料

平成 2 3 年 1 2 月 1 5 日

件 名 2 4 時間対応の定期巡回 ･随時対応サービス事業 (モデル事業) の実
施について

所 管部課 福祉部 介護保険課

内 容

国のモデル事業として 2 4 時間対応の定期巡回 ･随時対応サービス事業を下
記のとおり開始したので報告する。

1 事業概要
別紙のとおり

2 実施事業者
株式会社 ジャパンケアサービス

‘
'

3 事業実施地区等
(1 ) 事業実施地区

千住地区及びその周辺
(2 ) 実施期間

平成 2 3 年 1 1月 1 5 日から平成 2 4 年 3月 3 1 日まで

4 その他
実施期間終了後、 事業の評価を行い、 平成 2 4 年度以降の円滑な導入を

めざす。



○サービス内容 資料5 … 1

定期巡回訪問サービス

◎!日3回程席、 あらかじめ次約束し鹿時間帯にヘルパーが肺問し、 短時間の訪問介護サービスを

実施い應します。

g具体的な訪問例》
･洗あつ交操ヤトイレ誘導なこの落胆介助
･毎日決められ75時間に済葉を餘まれているかの服藥確認
･認知碇の方への安否の確認

臨時対応サービス

◎ご自宅にケアコール (在宅版ナースコール)を設置させて頂き、 2 4 時間連絡を浸‘ず付けます。
【具体的なコール例沙

｢寂し“'｣、 ｢限れな躬｣ なこの精神的な不安の訴えから精神疾患 (うつ病, 躁鬱病なこ) を伴う訴え
｢話を聞いて欲しい｣ なこの訴えに対する傾聴

医療二- スの発生時の医諒機関との連絡網塾

@ 2 4 時間必要に応じて、 ヘルパーがご自宅に臨時訪問し、 必要な訪問介護サービスを提供い把

します。
･

g具体的な訪問例“
･ ｢ (トイレ ･台所 ･居間 ･玄関など) へ行こうとし侮る転んでしまっ應｣ などの転等 ･転落の訴え
･ 体調不良に対する様子観察なこの【次対応
･ 期目世 (トイレ介助 ･済あつ交榛 ･ポータアルトイレ介助 ･排便時の処理なこ｣ 介助

★定期巡回訪問サービスと随時対応サービスに加え、 地域の医療機関、 利用者のかかげつfT医や
　

　

指定師間看護事業所等との緊密な連携を圏=まげ。

0 毛観ル対象者

@足立区民で要介護認定乱

※石烈し対象割萩 原則卑しヒ介護保険サービスのうぢ指定訪問介護サービスと夜間対応型師間

介護サ- ビスを併用しご利用することは出来ません。

○実施期間

の平成2 4年3月3 7日牽き

○利用料金

@ 7を月蚕E LI 5 , 0 銑0円(税込)

※ケアコール機による方匁し一家" との通話には蟹分につき4 2 円の通話料が別途かかq 参窮。



l 資料 6 -
平成 2 3年度 第 3回 介護保険 ･障がい福祉専門部会 資料

平成 2 3 年 1 2 月 1 5 日

件 名 高齢者実態調査報告書の発行について

所管部 課 福祉部 高齢サービス課 ･介護保険課

内 容

足立ぼ高齢有体詫旧翠碧【画 ･介護保険事業計画 (平成 24年度~ 26年度) 策定
のために実施した調査 (調査期間 :平成 23 年 2月 ~ 4 月) について、 報告書を

発行する。 詳細は以下のとおり。

1 発行部数
足立区高齢者実態調査報告書
○ ) 本編 3 0 0 部
(2 ) 概要版 1 , 8 0 0 部

2 配付先
本編は関係者 ･関連団体へ配付後、 閲覧用として区政情報室及び区内地域図

書館に配付する。
概要版は高齢サービス課、 介護保険課で無償配布する。･ 、

3 その他
本編及び概要版を足立区ホームページに掲載する。



F A X 送 信 書

福社部介護保険課介護保険係 (F A X 番号 3 8 8 0 - 5 6 2 1 ) 大澤 豹 椛

｢質問票について｣

介護保険 ･陣がい福祉専門部会当日は、質疑応答の時間を設けておりますが、
限られた時間ですのでご意見やご質問について、 充分な時間が取れないことも

考えられます。
つきましては、 本質問票を当日 ( 1 2月 1 5 日) 午前 1 0 時までに F A X で

お送りいただきますようお願いいたします。

質 問
･ 票

襲名 狡冬ゑ甥ヲ
鬱 ･鴫 凝婚 r録“霜熱驫癆膠 〕に 仇 ‘

v･御 大観打鶴 教 名字拵錺, 臥千の想 tラブ･、て 珍しくお獺ぃぃをし殉,

① 膨期入布 多〆十郊幻 影ク･そく難 彬捗 れ移ち珍玖の★“
瓢題匡男豆ダリ珍物囮握ら

穆 期》靴も暮凧 彫れ" 分数協の旛州･休鰹 )に豹て“ 脈杁臥ぅ側

から飾ら帰 彬灼伊残 癩“ぃ編。 鯵漱 劫 の tシお考えでしめれ
?匁?、 “ ケイ6

@ ÷鱒 二 .
･ 鰍為凝報#禰型鰍じ崎戸け巍毅の薮搦め癪}で

ピh彬茂の勝蔵鈞
等蔵流しの膠攪偽粉作を伴う多あり学触れ搾れバ泌キ 門 物でしめれ

@ R籾 ルれぅ 落靴を接びず翅舒建嘴磐接綴鬆の元碓及ば

桝偽れ癈為舛鰯瀞確“の稠疵、競技竇賭の勢ヒ税顔"ゞ ‐

薇.本 郷が、静観 平取 如拝顔“姥施 肥 際 ど敬診hの漱が彬鍋、し

う彰爵凝M 協で蛍絶数旛鰭ゐを#顔較"單て･形漱げ針斧の泳ぎ
喘 ･治 彦%““でしのが‐


